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清掃業務仕様書 

 

本仕様書は、清掃業務について定めたものであり、適用対象となる業務は、次のとおり。 
 
１ 庁舎等清掃業務 
２ 汚水槽等清掃・点検保守業務 
３ 貯水槽等清掃・点検保守業務 
４ 衛生器具配管等清掃・点検保守業務 
 
【一般事項】 
１ 共通事項 
（１）清掃業務は、本仕様書によるほか、次に基づき実施する。 

ア 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書（最新版）」（以下「共通
仕様書」という。） 

イ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務報告書作成の手引き（最新版）」（以
下「手引き」という。） 

ウ 防衛省市ヶ谷地区施設管理業務「統括管理業務・各種設備点検保守業務」実施要項及び仕
様書 

エ 防衛省市ヶ谷地区施設管理業務「運転・監視及び日常点検等業務（その１）」実施要項及
び仕様書 

オ 防衛省市ヶ谷地区施設管理業務「運転・監視及び日常点検等業務（その２）」実施要項及
び仕様書 

カ 防衛省市ヶ谷地区施設管理業務「清掃・植栽管理・廃棄物監理・環境保全業務」実施要項
及び仕様書 

キ 防衛省市ヶ谷地区施設管理業務「警備・受付業務」実施要項及び仕様書 
 
 
（２）用語の定義 

「共通仕様書 第１編 第１章 第１節 １．２．２用語の定義」によるほか、次による。 
ア 施設管理担当者とは、「実施要項８.（１）ウ（ウ）」に記載している支出負担行為担当

官補助者をいう。 
イ 総括管理業務とは、市ヶ谷地区に常勤し「防衛省市ヶ谷地区施設管理業務」における全
般総括業務をいう。  

ウ 総括管理責任者等とは、総括管理業務を行う総括管理責任者及び副総括管理責任者のこと
をいう。 

エ 総括管理業務とは、各業務従事者（入札参加グループで参加する場合は、各企業）への指
示及び関係者との調整等並びに別途契約の「運転・監視及び日常点検等業務（その１）」、
「運転・監視及び日常点検等業務（その２）」、「清掃・植栽管理・廃棄物監理等・環境保
全業務」及び「警備・受付業務」との連携など施設管理業務を円滑に実施するための業務を
いう。 

オ 総括業務責任者とは、総括管理業務を実施するに当たり、施設管理に関する高度の知見を
有する者を民間事業者が選出した者をいう。 

カ 各施設管理業務とは、「防衛省市ヶ谷地区施設管理業務」における各事業「総括管理・各
設備点検保守業務」、「運転・監視及び日常点検等業務（その１）」、「運転監視及び日常
点検等業務（その２）」、「清掃・植栽管理・廃棄物監理・環境保全業務」及び「警備・受
付業務」をいう。 

キ 各業務責任者とは、各施設管理業務の総括業務責任者又は業務責任者をいう。 
ク 民間事業者とは、業務を実施する民間事業者をいう。 
ケ 入札参加グループとは、業務の実施に当たり複数の企業で構成されるグループをいう。 
コ 代表企業とは、入札参加グループを構成する場合の代表となる企業をいう。 
サ グループ企業とは、入札参加グループを構成する代表企業以外の企業をいう。 
シ 受注予定事業者とは、業務を新たに落札した民間事業者をいう。 
ス 現行の事業者とは、本業務の開始日までに本業務を行っている民間事業者をいう。 
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（３）庁舎内への出入り及び施設への立ち入りについては、防衛省の指定した担当者（以下、施設 
  管理担当者という。）の指示に従い、直ちに庁舎内で定められた関係規則の手続きを行うとと 
  もに諸規定に従うものとし、業務に関係のない施設には立ち入らないこと。 

なお、立ち入るために許可手続きが必要な施設もあることから、発注後速やかに関係書類を
総括業務責任者を通じて施設管理者に提出する。 

 
（４）業務関係図書等の管理 

ア  業務関係図書、民間事業者が作成した業務計画書、作業計画書、業務報告書及び本業務関
係書類は、関係者以外に貸与、複写又は閲覧させてはならない。 

イ  業務関係図書等を自ら使用するために複製する場合は、事前に総括業務責任者を通じて施
設管理担当者に届け出る。 

ウ  民間事業者は、防衛省の承認を得て業務の一部を第三者に請け負わせようとするときは、
当該下請契約書において、業務関係図書等の適切な管理に関する規定を明確にする。 

エ  業務関係図書等は、複製したものを含め業務終了後直ちに返却する。 
 

（５）ディーゼル車規制の遵守 
ア  本契約の履行に当たっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12 年

東京都条例第 215 号）に規定するディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、又は使用さ
せる。 

イ  本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証（車検証）の提示を
求めた場合、速やかに提示する。 

 
（６）業務の実施において、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成２９年２月７日閣

議決定）」に該当する場合、その基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があ
った場合には、これに従う。 

 
２．業務体制等 
（１）業務体制 

民間事業者は、業務責任者及び業務担当者をもって業務体制を組むものとする。 
なお、業務責任者及び業務担当者は、各業務において必要となる技能・実務経験等及び資格

を有している場合はその兼務を妨げないが、各業務が円滑に実施できるよう留意すること。 
ア  業務責任者は、総括管理責任者の指揮監督のもと業務を行うこととし、業務を円滑に実施

するため総括管理責任者との連絡調整を密に行うこと。 
イ  法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務を行
うこと。 

ウ  業務責任者は、業務従事者名簿を作成し総括管理責任者に提出すること。また、契約途中
での変更の際は、その都度総括管理責任者に提出すること。 

エ  業務担当者は、業務責任者の指揮により業務を実施すること。 
 

（２）本業務に従事する者に必要な資格及び経験年数等は次による。 

区 分 技能・実務経験等 必要な資格 

業務責任
者 

清掃業務について、作業の内容判断ができる技
術力及び作業の指導等の総合的な技能を有し、
実務経験６年以上程度の者（建築保全業務積算
基準（最新版）による清掃員Ａ程度） 

ビルクリーニング技能士 
専任とする。 

業務担当
者 

清掃業務について、作業の内容判断ができる技
術力及び必要な技能を有し、実務経験３年以上
６年未満程度の者（建築保全業務積算基準（最
新版）による清掃員Ｂ程度）及び上記の業務責
任者又は業務担当者（積算基準による清掃員Ｂ
程度の者）の指示に従って作業を行う能力を有
し、実務経験３年未満程度の者 （建築保全業
務積算基準（最新版）による清掃員Ｃ程度） 

特になし 
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（３）民間事業者は、十分な安全衛生対策を行い、業務責任者及び業務担当者に対して、機会ある
ごとに注意喚起し、また、作業の工程ごとに安全に対する検討を行い、必要な措置を講じ、安
全衛生管理を徹底すること。 

 
（４）民間事業者は、業務責任者及び業務担当者に対し、業務を行うに適した統一された服装及び

名札を着用させ、業務の従事者であることを明瞭にすること。 
 

３．業務計画書 
民間事業者は、業務計画書の作成に当たり、実施体制、緊急連絡体制（休日及び夜間を含む。 

）、全体工程（情報保全教育等含む）、災害発生時等における対応等を記載した防災マニュアル
等必要な事項を総合的にまとめたうえで、業務開始前に施設管理担当者に提出する。 
なお、防災マニュアルは適宜見直しを行い更新すること。 

 
４．作業計画書 

民間事業者は、業務計画書に基づき、作業別に、実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲等
を具体的に定めた作業計画書を作成し、作業開始月前に施設管理担当者に提出する。 

（１）業務体制 
民間事業者は、業務責任者及び業務担当者をもって業務体制を組むものとする。 

ア  業務責任者は、総括業務責任者の指揮監督のもと業務を行うこととし、業務を円滑に実施
するため総括業務責任者との連絡調整を密に行う。 

イ  法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務を行
う。 

ウ  業務責任者は、業務従事者名簿を作成し総括業務責任者に提出する。 
また、契約途中での変更の際は、その都度総括業務責任者に提出する。 

エ  業務担当者は、業務責任者の指揮により業務を実施する。 
 
５．不具合等に対する措置 

業務を実施した際、建物や設備の以上・劣化及び損傷箇所等の不具合等を発見した場合は、直
ちに総括管理責任者へ報告する。 
 

６．清掃 
作業を実施する際及び作業完了後は、周辺の清掃を確実に実施する。 

 
７．喫煙 

喫煙は、別途指定する喫煙エリアを除き禁止する。 
 
８．廃棄物処理 

施設管理業務の実施に伴い発生した廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「 
東京都廃棄物の処理及び再利用に関する条例」等関係法令に基づき、民間事業者の負担により庁
舎外で適正に処理するとともに、マニフェスト等を施設管理担当者に提出する。 

 
９．異常時の通報 

業務期間中、不審物が置かれているなど明らかに通常と異なる状況を発見した場合は、不審物
に触れることなく直ちに施設管理担当者又は近くに警備職員がいる場合は警備職員に通報する。 

 
10．協議 

本仕様書に疑義が生じた場合、速やかに支出負担行為担当官等と協議する。 
 
11．業務報告書等 
（１）業務報告書の作成に当たり、書式は手引きによるが、手引きに書式のないものについては施

設管理担当者の承認を得たものを使用すること。 
（２）業務写真は、カラー（サービス版）でアルバムまたはファイルされたものとし、業務内容が

明らかになるように撮影する。 
（３）業務報告書は、製本またはファイルして業務写真とともに提出する。 
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12．業務検査 
民間事業者は、契約書に基づき、その支払いに係る請求を行うときは、業務計画書、作業計画

書及び業務報告書など必要な書類を提出し、支出負担行為担当官の指定した者が行う検査を受け
る。 

13. 連携体制等 
民間事業者は、各施設管理業務との、作業工程等に関する連絡調整を密にするとともに、施設

管理担当者を介して、各施設管理業務、工事等を請け負った業者とも設備の状況等について情報
共有を行い、施設管理業務を効率的に遂行できるよう連携を図る。 

 
14．施設利用者から業務に関する要望・苦情等 

施設利用者から業務に関する要望・苦情等を受け付けた場合は、速やかに施設管理担当者に報
告する。また、内容が５．不具合等に対する措置に該当する場合は速やかに行うこと。 

 
15．その他 

市ヶ谷地区においては、現在建物の改修等工事及び各設備の更新工事を実施していることから、
本仕様書に記載している業務範囲等に変更が生じることがある。その場合は、民間事業者と防衛
省において協議を行い、必要に応じて契約の変更等を実施して対応する。 
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【１ 庁舎等清掃業務特記事項】 
 
１ 業務範囲 

防衛省市ヶ谷庁舎の庁舎Ａ棟、Ｂ棟、Ｃ棟、Ｃ３棟、Ｄ棟、Ｅ１棟、Ｅ２棟、厚生棟、記念

館、正門・薬王寺門・左内門各警衛所、屋外便所各施設の清掃、屋外の清掃、外部ガラス清掃、

エスカレーター上屋及び庁舎ＢＣ棟屋外階段上屋ポリカーボネイト板並びに庁舎Ｆ１棟、Ｆ２

棟、６８号館、加賀門警衛所、体育館の清掃を行う。 

 

２ 本業務に従事する者に必要な資格及び経験年数等 

 本業務に必要な資格等は下記のとおりとし、業務責任者は専任とすること。 

区 分 技能・実務経験等 必要な資格 

業務責任者 

清掃業務について、作業の内容判断ができる技

術力及び作業の指導等の総合的な技能を有し、実

務経験６年以上程度の者（建築保全業務積算基準

（最新版）による清掃員Ａ程度） 

ビルクリーニング技能士 

 

業務担当者 

清掃業務について、作業の内容判断ができる技

術力及び必要な技能を有し、実務経験３年以上６

年未満程度の者（建築保全業務積算基準（最新版

）による清掃員Ｂ程度）及び上記の業務責任者又

は業務担当者（積算基準による清掃員Ｂ程度の者

）の指示に従って作業を行う能力を有し、実務経

験３年未満程度の者 （建築保全業務積算基準（

最新版）による清掃員Ｃ程度） 

特になし 

           

３ 業務内容 
【別紙】のとおり。 

４ 清掃周期 
【別紙】のとおり。 

５ 清掃内容 
  共通仕様書によるほか、【別紙】による。 

６ その他 

  １月１日から１月３日、１２月２９日から１２月３１日の間は実施期間から除く。 
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【別紙】 
１ 庁舎Ａ棟の清掃に関する事項 
（１）清掃面積及び周期表 

 

 建  物 

 

   区  分 

 

 清掃面積 

 

 日常清掃 

 

 定期清掃 

 

    備   考 

 

庁舎Ａ棟 
（内部清掃） 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玄関ホール 

 

  1,137 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

 

日常巡回清掃も実施 

 

高官室・会議室等 

 

 

    

 

 

※清掃面積及び周期表 
（高官室等）による 

 

高官室内便所は、日常清掃のみ
実施 

 

廊下 （弾性床） 
廊下 （繊維床） 
廊下 （花崗岩） 
廊下 （硬質床） 

 

  11,518 ㎡ 
   1,292 ㎡ 
      63 ㎡ 
      40 ㎡ 

 

平日の毎日 
平日の毎日 
平日の毎日 
平日の毎日 

 

  月１回 
  年１回 
 月１回 
 月１回 

日常巡回清掃も実施 

弾性床の剥離洗浄を３０年度
に実施。 

 

階段  

 

  1,595 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

 月１回 

 
剥離洗浄を３０年度に実施。 

 

ＥＶホール（弾性床） 
ＥＶホール（繊維床） 

ＥＶホール（花崗岩） 

 

   2,136 ㎡ 
     616 ㎡ 
     281 ㎡ 

 

平日の毎日
平日の毎日
平日の毎日 

 

  月１回 
  年１回 
  月１回 

日常巡回清掃も実施 

弾性床の剥離洗浄を３０年度
に実施。 

 

ＥＶホール折上天井 

 

   2,303 ㎡ 

 

－ 

 

  年１回 

 

照明器具の清掃も実施 

 

便所・洗面所 
（弾性床） 
便所・洗面所 
（人工大理石）  

 

 

   1,198 ㎡ 
 
     137 ㎡ 

 

 

 

平日の毎日 
 
平日の毎日 

 

 

 

  月１回 
 
  月１回 
適正洗浄用洗剤を使用

し、洗浄する。 

日常巡回清掃も実施 

施 

弾性床の剥離洗浄を３０年度

に実施。 

 

湯沸室 

 

 

     242 ㎡ 

 

 

平日の毎日 

 

 

  月１回 

 

 

日常巡回清掃も実施 
弾性床の剥離洗浄を３０年度
に実施。 

 

エレベーター 

 

     22 台 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

 

 

 

階段（１階エントランス

ホール・Ｂ２Ｆ一部の階

段） （繊維床） 

 

       
     63 ㎡ 

 

 

     
平日の毎日 

 

 

 3 ヶ月に１回 

 

 

 

 

 

 

シャワー室 

 

     191 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

弾性床の剥離洗浄を３０年度

に実施。 

 

 

喫煙スペース 
 

 

     299 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

日常巡回清掃も実施 
照明器具（ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ） 144 個 
吹出口及び吸込口(ｸﾞﾘﾙ) 
330×330 36 個 
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喫煙スペース 
 

 

   
弾性床の剥離洗浄を
３０年度に実施。 
 

 

ＯＡガラリ 

 

     103 個 

 

    － 

 

  年１回 

 

 

 

地下連絡通路 

 

   1,081 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

 月１回 

 

庁舎Ｂ～Ｄ、庁舎Ａ～厚生棟 

 

庁舎Ａ棟 
（外部清掃） 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下車路 

 

   2,374 ㎡ 

 

    － 

 

  月１回 

 

 

 

講堂下車路等 

 

  2,109 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

 

講堂下車路、歩道、階段 

 

犬走り 

 

      96 ㎡ 

 

    － 

 

  月１回 

 

 

 

妻方向バルコニー 

 

     774 ㎡ 

 

  月１回 

 

    － 

 

 

 

ヘリポート階段 

 

      51 ㎡ 

 

  月２回 

 

    － 

 

 

 

渡り廊下 

 

     369 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

 

 

 

屋上排水溝 
建物周囲排水溝 

 

 

      46 ㎡ 
      82 ㎡ 

 

 

    － 
    － 

 

 

  年１回 
  月１回 

 

 

 

 

 

※ 清掃面積の細部については、清掃面積算出表（共用部分）・庁舎Ａ棟面積表（共用部分：各階）
・清掃面積及び周期表（高官室等）によるものとする。 

※ 玄関ホール・廊下・エレベーターホール・便所・洗面所・湯沸室及び喫煙スペースの日常清掃は
午前中に、日常巡回清掃は午後に実施するものとする。 

※ 定期清掃について、床の洗浄作業は、実務経験３年以上かつビルクリーニング技能士の資格を有
する者が常時指導・監督のうえ実施する。 

 
（２）清掃要領 

清掃要領は、共通仕様書「第４編 清掃」による。具体的内容は、以下のとおりとする。 
ア 玄関ホール 
（ア） 玄関ホールの日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表２．２．１（Ａ） １．床の清

掃及び２．床以外の清掃の項目による。また、作業は、ＡＭ８：００までに完了とする。 
（イ） 玄関ホールの定期清掃の作業内容は、表２．２．１（Ｂ） １．床の清掃及び２．床以外

の清掃（ａ．壁、ｂ．フロアマット、ｃ．扉ガラス及びｄ．什器備品）の項目による。 
イ 高官室・会議室等 
（ア） 高官室の日常清掃の作業内容は、表２．２．２（Ａ） １．床の清掃及び２．床以外の清

掃の項目による。また、会議室等の日常清掃の作業内容は、表２．２．３（Ａ） １．床の
清掃及び２．床以外の清掃（ａ．灰皿及びｂ．ごみ箱）の項目による。 

（イ） 会議室等の弾性床の定期清掃の作業内容は、表２．２．２（Ｂ） １．床の清掃の項目に
よる。 

（ウ） 高官室・会議室等の繊維床の定期清掃（年１回）の作業内容は、床の清掃とし、バフイン
グパット方式又は同等の方式による。 
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〔バフイングパット方式〕 
ａ  真空掃除機を用いて床面の除塵を行う。 
ｂ シミの性質を見分け、適切な染み抜き作業を行う。 
ｃ 前処理剤を散布する。 
ｄ バフイングパットをポリシャーに取付、床面をバフし、汚れをパッドに付着させる。 
ｅ 真空掃除機で汚れの回収をする。 
ｆ ただし、焦げ、ほつれ等の損傷箇所の補修作業は含まない。 

（エ） 清掃周期は、清掃面積及び周期表によるものとし、高官室内便所は、表２．２．５（Ａ）
１．床の清掃及び２．床以外の清掃の項目によるものとし、日常巡回清掃は、実施しないも
のとする。 

ウ 廊下及びエレベータホール 
（ア） 廊下及びエレベータホールの日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表２．２．４

（Ａ）１．床の清掃の項目によるほか中央部分吹抜け廊下の窓台（６７９㎡）の除塵及び拭
きを行う。 

（イ） 廊下及びエレベータホールの弾性床の定期清掃の作業内容は、表２．２．４（Ｂ） １．
床の清掃及び２．床以外の清掃（ａ．壁）の項目による。 

（ウ） 廊下及びエレベータホールの繊維床（２階部分を除く）の定期清掃（年１回）の作業内容
は、バフイングパッド方式又は同等の方式による。 

（エ） ＥＶホールの折込天井部の清掃（年１回）の作業は、表２．２．１（Ｂ） ２．ａ及びｅ
の項目による。 

エ 便所・洗面所 
（ア） 便所・洗面所の日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表２．２．５（Ａ） １．床の

清掃、２．床以外の清掃及び３．日常巡回清掃の項目による。なお、ライニングの甲板、前
板等は衛生陶器に含むものとする。 

（イ） 便所・洗面所の定期清掃の作業内容は、表２．２．５（Ｂ） １．床の清掃及び２．床以
外の清掃（ａ．壁）の項目による。 

（ウ）女性用便所・洗面所の清掃は、女性作業員が実施するものとする。 
オ 湯沸室 
（ア） 湯沸室の日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表２．２．６（Ａ） １．床の清掃、

２．床以外の清掃及び３．日常巡回清掃の項目による。 
（イ） 湯沸室の定期清掃の作業内容は、表２．２．６（Ｂ） １．床の清掃及び２．床以外の清

掃（ａ．壁）の項目による。 
カ エレベータ 
（ア） エレベータの日常清掃の作業内容は、表２．２．７（Ａ） １．床の清掃及び２．床以外

の清掃の項目による。 
（イ） エレベータの定期清掃の作業内容は、表２．２．７（Ｂ） １．床の清掃及び２．床以外

の清掃（ａ．壁・扉・操作盤）の項目による。 
キ 階段 
（ア） 階段の日常清掃の作業内容は、表２．２．８（Ａ） １．床の清掃及び２．床以外の清掃

（ａ．手すり）の項目による。なお、２．床以外の清掃（ａ．手すり）を実施する際、中央
階段部分については、手摺子・ガラスを含むものとする。 

（イ） 階段の弾性床の定期清掃の作業内容は、表２．２．８（Ｂ） １．床の清掃及び２．床以
外の清掃（ａ．壁）の項目による。 

（ウ） 階段の繊維床の定期清掃（３か月に１回）の作業内容は床の清掃とし、バフィングパッド
方式又は同等の方式による。 
また２階廊下の繊維床も同時に実施する。 

ク シャワー室 
（ア） シャワー室の日常清掃の作業内容は、表２．２．１０（Ａ） １．床の清掃及び２．床以

外の清掃の項目による。 
（イ） シャワー室の定期清掃の作業内容は、表２．２．１０（Ｂ） 床以外の清掃（ａ．天井及

びｂ．扉）の項目による。 
（ウ） 女性用シャワー室の清掃は、女性作業員が実施するものとする。 
ケ 喫煙スペース 
（ア） 喫煙スペースの日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表２．２．１１（Ａ） １．床

の清掃、２．床以外の清掃及び３．日常巡回清掃の項目による。 
（イ） 喫煙スペースの定期清掃の作業内容は、表２．２．１１（Ｂ） １．床の清掃及び２．床

以外の清掃（ａ．壁、ｂ．照明器具及びｃ．吹出口及び吸込口）の項目による。 
コ ＯＡガラリ 

ＯＡガラリの清掃（年１回）は、ガラリの除塵及び水拭きを行う。 
サ 地下連絡通路 
（ア） 地下連絡通路の日常清掃の作業内容は、表２．２．４（Ａ）１．床の清掃の項目による。 
（イ） 地下連絡通路の定期清掃の作業内容は、表２．２．４（Ｂ）１．床の清掃の項目による。 
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シ 地下車路 
地下車路の清掃の作業内容は、表３．４．３ の項目によるものとし、月１回実施する。 

ス 講堂下車路等 
（ア） 講堂下車路等の日常清掃の作業内容は、表３．４．１（Ａ）の項目による。 

また、作業は、ＡＭ８：００までに完了とする。 
（イ） 講堂下車路等の定期清掃の作業内容は、表３．４．１（Ｂ）の項目による。 
セ 犬走り 

犬走りの清掃の作業内容は、表３．４．１（Ａ） の項目によるものとし、月１回実施する。 
ソ 妻方向バルコニー 

妻方向バルコニーの清掃の作業内容は、表３．４．１（Ａ）の項目によるものとし、月１回実
施する。 

タ  ヘリポート階段 
ヘリポート階段の清掃の作業内容は、表３．４．１（Ａ）の項目によるものとし、月２回実施

する。 
チ 渡り廊下 
（ア）渡り廊下の日常清掃の作業内容は、表３．４．１（Ａ）の項目による。 
（イ）渡り廊下の定期清掃の作業内容は、表３．４．１（Ｂ）の項目による。 
ツ  屋上・建物周囲排水溝清掃 

屋上・建物周囲排水溝の清掃及びルーフドレンのゴミ及び堆積物を除去するものとし、屋上は
年１回、建物周囲は月１回実施する。 

テ その他施設管理担当者が指示する作業を行う。 
 
（３）清掃時間 

 日常清掃は平日の０７００から１７００までの時間帯、定期清掃は土曜日、日曜日及び祝祭日の０８
００から１７００までの時間帯に実施することを原則とする。ただし、高官室・会議室等についての日
常清掃は、平日の０７００から０９３０までの時間帯に実施することとし、細部については施設管理担
当者の指示を受けるものとする。 
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役
務

廊
下

及
び

ｴ
ﾚ
ﾍ
ﾞ
ｰ
ﾀ
ｰ
ﾎ
ｰ
ﾙ

面
積

（
㎡

）

備
考

区
分

及
び

清
掃

面
積

（
㎡

）

弾
性

床
又

は
硬

質
床

区
分

及
び

清
掃

面
積

（
㎡

）

弾
性

床
又

は
硬

質
床

弾
性

床
又

は
硬

質
床

喫
煙

ス
ペ

ー
ス

（
吹

出
口

及
び

吸
込

口
）

便
所

及
洗

面
所

弾
性

床
又

は
硬

質
床

（
人

工
大

理
石

）

備
　

　
　

考
階

段

繊
維

床
繊

維
床

弾
性

床
又

は
硬

質
床

弾
性

床
弾

性
床

弾
性

床
又

は
硬

質
床

喫
煙

ス
ペ

ー
ス

（
ダ

ウ
ン

ラ
イ

ト
）

Ｅ
Ｖ
ホ
ー

ル

場
　
　
　

所
仕

上
げ

弾
性

床
又

は
硬

質
床

廊
下

エ
レ
ベ
ー
タ

ー
 
 
　

 
 
弾

性
床

便
所
･
洗
面

所
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室
　
　
　
　
　
名

仕
上
げ

Ｂ
４
Ｆ

Ｂ
３
Ｆ

Ｂ
２
Ｆ

Ｂ
１
Ｆ

１
Ｆ

２
Ｆ

３
Ｆ

４
Ｆ

５
Ｆ

６
Ｆ

７
Ｆ

８
Ｆ

９
Ｆ

玄
関
ホ
ー
ル

花
崗
岩

1
3
1
.
1
0

9
1
9
.
6
0

8
6
.
8
0

Ｐ
タ
イ
ル

2
8
5
.
1
0
1
,
0
8
0
.
4
0

8
7
4
.
1
0

4
9
2
.
5
0

3
1
4
.
0
6

5
5
5
.
8
6

5
4
0
.
3
6

3
8
9
.
7
6

5
3
9
.
3
6

5
4
0
.
3
6

5
4
0
.
3
6

3
5
0
.
3
6

5
4
0
.
3
6

Ｔ
Ｃ
Ｐ

1
9
4
.
6
2

1
5
0
.
6
0

1
8
8
.
9
0

花
崗
石

6
3
.
3
0

磁
器
タ
イ
ル

4
0
.
2
0

Ｐ
タ
イ
ル

5
8
.
9
0

1
2
2
.
2
0

6
2
.
6
4

1
2
2
.
1
0

8
1
.
3
0

5
8
.
8
0

5
8
.
8
0

5
8
.
8
0

5
8
.
8
0

5
8
.
8
0

5
8
.
8
0

5
8
.
8
0

5
8
.
8
0

Ｔ
Ｃ
Ｐ

1
6
.
2
2

4
7
.
1
0

Ｐ
タ
イ
ル

4
5
.
6
0

1
3
9
.
3
0

7
6
.
0
0

4
0
.
8
0

1
3
5
.
2
0

1
3
5
.
2
0

1
3
5
.
2
0

1
3
5
.
2
0

6
7
.
6
0

1
3
5
.
2
0

Ｔ
Ｃ
Ｐ

1
3
9
.
2
0

1
3
5
.
2
0

6
7
.
6
0

花
崗
石

1
4
6
.
5
0

1
3
4
.
5
0

Ｅ
Ｖ
ホ
ー
ル

（
折
上
天
井
部
）

5
2
.
3
7

5
2
.
3
7

1
7
0
.
0
5

1
0
4
.
7
4

1
1
2
.
5
2

1
1
2
.
5
2

1
1
2
.
5
2

1
1
2
.
5
2

1
1
2
.
5
2

1
1
2
.
5
2

1
1
2
.
5
2

1
1
2
.
5
2

ビ
ニ
ル
シ
ー
ト

2
1
.
0
0

1
2
9
.
9
0

9
4
.
5
0

5
3
.
5
0

5
6
.
4
0

5
4
.
8
0

5
4
.
8
0

2
7
.
4
0

5
4
.
8
0

5
4
.
8
0

5
4
.
8
0

2
7
.
4
0

5
4
.
8
0

人
工
大
理
石

2
7
.
4
0

2
7
.
4
0

シ
ャ
ワ
ー
室

ビ
ニ
ル
シ
ー
ト

2
6
.
6
0

1
4
.
4
0

8
.
8
4

8
.
8
4

8
.
8
4

8
.
8
4

8
.
8
4

8
.
8
4

8
.
8
4

8
.
8
4

湯
沸
室

ビ
ニ
ル
シ
ー
ト

2
.
2
0

3
4
.
0
0

1
6
.
5
0

1
8
.
1
0

1
1
.
4
0

7
.
8
0

7
.
8
0

7
.
8
0

7
.
8
0

7
.
8
0

7
.
8
0

7
.
8
0

7
.
8
0

喫
煙
ス
ペ
ー
ス

Ｐ
タ
イ
ル

1
6
.
6
4

1
6
.
6
4

1
6
.
6
4

1
6
.
6
4

1
6
.
6
4

1
6
.
6
4

1
6
.
6
4

1
6
.
6
4

1
6
.
6
4

計
　

1
,
5
5
8
.
1
7
1
,
3
8
6
.
9
5
1
,
2
9
2
.
5
5
1
,
6
8
5
.
7
4
1
,
0
4
1
.
2
6

9
3
4
.
9
6

9
3
4
.
9
6

9
3
3
.
9
6

9
3
4
.
9
6

9
3
4
.
9
6

9
3
3
.
8
6

9
3
4
.
9
6

室
　
　
　
　
　
名

仕
上
げ

１
０
Ｆ

１
１
Ｆ

１
２
Ｆ

１
３
Ｆ

１
４
Ｆ

１
５
Ｆ

１
６
Ｆ

１
７
Ｆ

１
８
Ｆ

１
９
Ｆ

塔
屋
1
F

塔
屋
2
F

計

玄
関
ホ
ー
ル

花
崗
岩

1
,
1
3
7
.
5
0

Ｐ
タ
イ
ル

5
4
0
.
3
6

2
4
5
.
7
6

5
4
0
.
3
6

4
0
1
.
6
6

3
5
6
.
3
6

5
4
0
.
3
6

5
4
0
.
3
6

3
9
8
.
1
6

5
1
5
.
9
6

3
8
0
.
8
0

1
5
.
8
0

1
1
,
5
1
8
.
8
8

Ｔ
Ｃ
Ｐ

2
9
4
.
6
0

1
3
7
.
7
0

1
8
4
.
0
0

1
4
2
.
2
0

1
,
2
9
2
.
6
2

花
崗
石

6
3
.
3
0

磁
器
タ
イ
ル

4
0
.
2
0

Ｐ
タ
イ
ル

5
8
.
8
0

5
8
.
8
0

5
8
.
8
0

5
8
.
8
0

5
8
.
8
0

5
8
.
8
0

5
8
.
8
0

5
8
.
8
0

5
8
.
8
0

7
3
.
3
0

6
2
.
5
0

1
3
.
4
0
1
,
5
9
5
.
9
4

Ｔ
Ｃ
Ｐ

6
3
.
3
2

Ｐ
タ
イ
ル

1
3
9
.
2
0

0
.
0
0

1
3
5
.
2
0

1
3
5
.
2
0

6
7
.
6
0

1
3
5
.
2
0

1
3
5
.
2
0

6
7
.
6
0

1
3
5
.
2
0

1
1
8
.
0
0

2
3
.
1
0

2
,
1
3
6
.
8
0

Ｔ
Ｃ
Ｐ

1
3
9
.
2
0

6
7
.
6
0

6
7
.
6
0

6
1
6
.
4
0

花
崗
石

2
8
1
.
0
0

Ｅ
Ｖ
ホ
ー
ル

（
折
上
天
井
部
）

1
1
2
.
5
2

1
1
2
.
5
2

1
1
2
.
5
2

1
1
2
.
5
2

1
1
2
.
5
2

1
1
2
.
5
2

1
1
2
.
5
2

1
1
2
.
5
2

1
0
6
.
8
9

1
7
.
2
3

2
,
3
0
3
.
9
7

ビ
ニ
ル
シ
ー
ト

5
4
.
8
0

2
7
.
4
0

5
4
.
8
0

5
4
.
8
0

2
7
.
4
0

5
4
.
8
0

5
4
.
8
0

5
6
.
3
0

4
2
.
0
0

3
2
.
2
0

1
,
1
9
8
.
2
0

人
工
大
理
石

2
7
.
4
0

2
7
.
4
0

2
7
.
4
0

1
3
7
.
0
0

シ
ャ
ワ
ー
室

ビ
ニ
ル
シ
ー
ト

8
.
8
4

8
.
8
4

8
.
8
4

8
.
8
4

8
.
8
4

8
.
8
4

8
.
8
4

8
.
8
4

8
.
8
4

1
9
1
.
2
8

湯
沸
室

ビ
ニ
ル
シ
ー
ト

7
.
8
0

1
5
.
6
0

7
.
8
0

1
7
.
2
0

7
.
8
0

7
.
8
0

7
.
8
0

7
.
8
0

7
.
8
0

1
0
.
5
0

2
4
2
.
5
0

喫
煙
ス
ペ
ー
ス

Ｐ
タ
イ
ル

1
6
.
6
4

1
6
.
6
4

1
6
.
6
4

1
6
.
6
4

1
6
.
6
4

1
6
.
6
4

1
6
.
6
4

1
6
.
6
4

1
6
.
6
4

2
9
9
.
5
2

計
9
3
8
.
9
6

9
4
6
.
7
6

9
3
4
.
9
6

9
4
3
.
3
6

9
3
4
.
9
6

9
3
4
.
9
6

9
3
4
.
9
6

9
3
6
.
4
6

9
1
9
.
5
3

6
3
2
.
0
3

1
0
1
.
4
0

1
3
.
4
0
2
3
,
1
1
8
.
4
3

便
所
･
洗
面
所

Ｅ
Ｖ
ホ
ー
ル

庁
舎
Ａ
棟
面
積
表
（
共
用
部
分
：
各
階
）

廊
下

Ｅ
Ｖ
ホ
ー
ル

廊
下

階
段

階
段

便
所
･
洗
面
所
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便
所

定
期
清
掃

定
期
清
掃

日
常
清
掃

１
回
／
日

１
回
／
週

２
回
／
月

１
回
／
月

１
回
／
年

１
回
／
日

１
回
／
週

１
回
／
月

１
回
／
月

１
回
／
日

１
Ｆ
待
合
ロ
ビ
ー

待
合
ロ
ビ
ー

繊
維
床

8
4
.
9
6

8
4
.
9
6

8
4
.
9
6

講
堂
ロ
ビ
ー

講
堂
ロ
ビ
ー

繊
維
床

4
4
0
.
0
0

4
4
0
.
0
0

4
4
0
.
0
0

講
堂
便
所

講
堂
便
所

便
所

4
4
.
0
0

4
4
.
0
0

講
堂
控
室

講
堂
控
室

繊
維
床

3
4
.
0
0

3
4
.
0
0

3
4
.
0
0

講
堂
演
壇

講
堂
演
壇

弾
性
床

1
8
6
.
0
0

1
8
6
.
0
0

1
8
6
.
0
0

講
堂

講
堂

繊
維
床

5
9
6
.
0
0

5
9
6
.
0
0

5
9
6
.
0
0

講
堂
ギ
ャ
ラ
リ
ー

講
堂
ギ
ャ
ラ
リ
ー

繊
維
床

4
4
.
8
0

4
4
.
8
0

4
4
.
8
0

講
堂
ギ
ャ
ラ
リ
ー

講
堂
ギ
ャ
ラ
リ
ー

弾
性
床

6
3
.
4
0

6
3
.
4
0

講
堂
映
写
室

講
堂
映
写
室

繊
維
床

7
7
.
0
0

7
7
.
0
0

7
7
.
0
0

講
堂
階
段

講
堂
階
段
（
下
）

繊
維
床

4
2
.
8
0

4
2
.
8
0

4
2
.
8
0

講
堂
階
段

講
堂
階
段
（
上
）

弾
性
床

1
8
.
4
0

1
8
.
4
0

1
8
.
4
0

講
堂
風
除
室

講
堂
風
除
室

硬
質
床

3
2
.
0
0

3
2
.
0
0

3
2
.
0
0

事
務
室

陸
上
幕
僚
長
室

繊
維
床

8
4
.
2
4

8
4
.
2
4

8
4
.
2
4

同
上
便
所

便
所

6
.
4
0

6
.
4
0

会
議
室

応
接
室

繊
維
床

4
7
.
2
5

4
7
.
2
5

4
7
.
2
5

応
接
室

応
接
室

繊
維
床

3
6
.
4
0

3
6
.
4
0

3
6
.
4
0

事
務
室

陸
上
幕
僚
副
長
室

繊
維
床

6
8
.
0
0

6
8
.
0
0

6
8
.
0
0

事
務
室

海
上
幕
僚
長
室

繊
維
床

8
5
.
6
0

8
5
.
6
0

8
5
.
6
0

同
上
便
所

便
所

4
.
4
8

4
.
4
8

会
議
室

応
接
室

繊
維
床

7
3
.
5
0

7
3
.
5
0

7
3
.
5
0

事
務
室

海
上
幕
僚
副
長
室

繊
維
床

5
3
.
2
8

5
3
.
2
8

5
3
.
2
8

事
務
室

防
衛
装
備
庁
長
官

繊
維
床

8
1
.
6
0

8
1
.
6
0

8
1
.
6
0

会
議
室

応
接
室

繊
維
床

3
8
.
4
0

3
8
.
4
0

3
8
.
4
0

仮
眠
室

仮
眠
室

弾
性
床

2
5
.
6
0

2
5
.
6
0

2
5
.
6
0

事
務
室

大
臣
執
務
室

繊
維
床

1
2
2
.
0
0

1
2
2
.
0
0

1
2
2
.
0
0

同
上
便
所

便
所

4
.
4
8

4
.
4
8

応
接
室

応
接
室

繊
維
床

4
5
.
5
2

4
5
.
5
2

4
5
.
5
2

前
室

繊
維
床

1
1
.
2
0

1
1
.
2
0

1
1
.
2
0

事
務
室

副
大
臣
室

繊
維
床

9
4
.
2
4

9
4
.
2
4

9
4
.
2
4

同
上
便
所

便
所

4
.
4
8

4
.
4
8

応
接
室

繊
維
床

2
9
.
5
2

2
9
.
5
2

2
9
.
5
2

事
務
室

政
務
官
室

繊
維
床

8
4
.
3
2

8
4
.
3
2

8
4
.
3
2

同
上
便
所

便
所

4
.
4
8

4
.
4
8

講
堂

２
Ｆ
～
４
Ｆ

４
Ｆ

８
Ｆ

１
０
Ｆ

１
１
Ｆ

清
掃
面
積
及
び
周
期
表
（
高
官
室
等
）
１

階
数

図
面
名
称

運
用
名
称

項
目

面
積
（
㎡
）

事
務
室
・
会
議
室
（
繊
維
床
）

事
務
室
・
会
議
室
（
弾
性
床
）

日
常
清
掃

日
常
清
掃
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便
所

定
期
清
掃

定
期
清
掃

日
常
清
掃

１
回
／
日

１
回
／
週

２
回
／
月

１
回
／
月

１
回
／
年

１
回
／
日

１
回
／
週

１
回
／
月

１
回
／
月

１
回
／
日

応
接
室

政
務
官
応
接
室

繊
維
床

2
8
.
1
6

2
8
.
1
6

2
8
.
1
6

事
務
室

事
務
次
官
室

繊
維
床

8
4
.
3
2

8
4
.
3
2

8
4
.
3
2

同
上
便
所

便
所

4
.
4
8

4
.
4
8

応
接
室

事
務
次
官
応
接
室

繊
維
床

2
5
.
2
8

2
5
.
2
8

2
5
.
2
8

事
務
室

官
房
長
室

繊
維
床

7
3
.
2
0

7
3
.
2
0

7
3
.
2
0

事
務
室

政
務
官
室

繊
維
床

8
4
.
3
2

8
4
.
3
2

8
4
.
3
2

同
上
便
所

便
所

4
.
4
8

4
.
4
8

応
接
室

政
務
官
応
接
室

繊
維
床

2
9
.
8
8

2
9
.
8
8

2
9
.
8
8

大
会
議
室

第
１
省
議
室

繊
維
床

2
1
4
.
7
2

2
1
4
.
7
2

2
1
4
.
7
2

事
務
室

防
衛
審
議
官
室

繊
維
床

7
5
.
3
7

7
5
.
3
7

7
5
.
3
7

応
接
室

応
接
室

繊
維
床

3
8
.
4
0

3
8
.
4
0

3
8
.
4
0

パ
ン
ト
リ
ー

パ
ン
ト
リ
ー

弾
性
床

8
.
4
0

8
.
4
0

8
.
4
0

仮
眠
室

仮
眠
室

弾
性
床

2
5
.
6
0

2
5
.
6
0

2
5
.
6
0

事
務
室

人
事
教
育
局
長
室

繊
維
床

6
4
.
0
0

6
4
.
0
0

6
4
.
0
0

事
務
室

整
備
計
画
局
長
室

繊
維
床

6
4
.
0
0

6
4
.
0
0
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２ 庁舎Ｂ・Ｃ棟の清掃に関する事項 
（１）清掃面積及び周期表 

 

建  物 

 

区  分 

 

清掃面積 

 

日常清掃 

 

定期清掃 

 

備   考 

 

 
 庁舎Ｂ棟 
（内部清掃） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玄関ホール 

 

    195 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

日常巡回清掃も実施 

 

玄関ホール 
（折込天井） 

 

     176 ㎡ 

 

 

－ 

 

 

  年１回 

 

照明器具の清掃も実施 

 

廊下 

 

   3,381 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

ＥＶホール 

 

   1,323 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

便所・洗面所 

 

 

     421 ㎡ 

 

 

平日の毎日 

 

 

  月１回 

 

日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

湯沸室 

 

 

     100 ㎡ 

 

 

平日の毎日 

 

 

  月１回 

 

日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

エレベーター 

 

     7 台 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

 

 

階段 

 

     563 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

剥離洗浄を３０年度に実施 

 

シャワー室 

 

      16 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

剥離洗浄を３０年度に実施 

 

ＯＡガラリ 

 

      27 個 

 

    － 

 

  年１回 

 

 

 

 
 庁舎Ｂ棟 
（外部清掃） 

 

 

 

 

 

 

通路・階段・屋外階段 

 

     529 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

 

 
犬走り 

 
      92 ㎡ 

 
    － 

 
  月１回 

 

 

屋上排水溝 
建物周囲排水溝 

 

      73 ㎡ 
      62 ㎡ 

 

    － 
    － 

 

  年１回 
  月１回 

 

 

妻方向バルコニー 

 

     535 ㎡ 

 

  月１回 

 

    － 
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 庁舎Ｃ棟 
（内部清掃） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玄関ホール 

 

     154 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

日常巡回清掃も実施 

 

 

廊下 

 

   2,391 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

ＥＶホール 

 

   1,006 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

便所・洗面所 

 

 

     385 ㎡ 

 

 

平日の毎日 

 

 

  月１回 

 

日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

 
喫煙室 

 

 

 

 
      12 ㎡ 

 

 

 

 
平日の毎日 

 

 

 

 
 月１回 

 

 

日常巡回清掃も実施 
照明器具 1台 
吹出口及び吸い込み口（グリル）1 個 
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

湯沸室 

 

 

      90 ㎡ 

 

 

平日の毎日 

 

 

  月１回 

 

日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

エレベーター 

 

       8 台 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

 

 

階段 

 

     808 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

剥離洗浄を３０年度に実施 

 

面会室 

 

      43 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

 

 

シャワー室 

 

      44 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

剥離洗浄を３０年度に実施 

 

ＯＡガラリ 

 

       9 個 

 

    － 

 

  年１回 

 

 

 
 
 
 庁舎Ｃ棟 
（外部清掃） 
 

 

 

 

 

通路・階段・屋外階段 

 

   1,100 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

 

 

 

犬走り 

 

     211 ㎡ 

 

    － 

 

  月１回 

 

 

 

屋外清掃 

 

     162 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 
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屋上排水溝 
建物周囲排水溝 

      83 ㎡ 
      58 ㎡ 

    － 
    － 

  年１回 
  月１回 

 

 

 

妻方向バルコニー 

 

     557 ㎡ 

 

  月１回 

 

   － 

 

 

 

回廊下通路 

 

 

   1,213 ㎡ 

 

 

    － 

 

 

  月１回 

 

 

 

 

※ 清掃面積の細部については、清掃面積算出表・庁舎Ｂ・Ｃ棟面積表面積表による。 
※ 玄関ホール・廊下・エレベータホール・便所・洗面所、湯沸室及び喫煙室の日常清掃は午前中に、
日常巡回清掃は午後に実施する。 

※ 定期清掃について、床の洗浄作業は、実務経験３年以上かつビルクリーニング技能士の資格を有す
る者が常時指導・監督のうえ実施する。 
  

（２）清掃要領特記事項 
清掃要領は、共通仕様書「第４編 清掃」による。具体的内容は、以下のとおりとする。 
ア 玄関ホール 
（ア） 玄関ホールの日常清掃の作業内容は、表２．２．１（Ａ） １．床の清掃及び２．床以外

の清掃の項目による。また、作業は、ＡＭ８：００までに完了とする。 
（イ） 玄関ホールの定期清掃の作業内容は、表２．２．１（Ｂ） １．床の清掃及び２．床以外

の清掃（ａ．壁、ｂ．フロアマット、ｃ．扉ガラス及びｄ．什器備品）の項目による。 
（ウ） 玄関ホールの折込天井部の清掃（年１回）の作業は、表２．２．２．ａ及びｅの項目によ

る。 
イ 廊下及びエレベータホール 
（ア） 廊下及びエレベータホールの日常清掃の作業内容は、表２．２．４（Ａ） １．床の清掃

及び２．床以外の清掃の項目による。 
（イ） 廊下及びエレベータホールの弾性床の定期清掃の作業内容は、表２．２．４（Ｂ） １．

床の清掃及び２．床以外の清掃（ａ．壁）の項目による。 
ウ 便所・洗面所 
（ア） 便所・洗面所の日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表２．２．５（Ａ） １．床の

清掃、２．床以外の清掃及び３．日常巡回清掃の項目による。 
なお、ライニングの甲板、前板等は衛生陶器に含む。 

（イ） 便所・洗面所の定期清掃の作業内容は、表２．２．５（Ｂ） １．床の清掃及び２．床以
外の清掃（ａ．壁）の項目による。 

（ウ） 女性用便所・洗面所の清掃は、女性作業員が実施する。 
エ 湯沸室 
（ア） 湯沸室の日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表２．２．６（Ａ） １．床の清掃、

２．床以外の清掃及び３．日常巡回清掃の項目による。 
（イ） 湯沸室の定期清掃の作業内容は、表２．２．６（Ｂ） １．床の清掃及び２．床以外の清

掃（ａ．壁）の項目による。 
オ エレベータ 
（ア） エレベータの日常清掃の作業内容は、表２．２．７（Ａ） １．床の清掃及び２．床以外

の清掃の項目による。 
（イ） エレベータの定期清掃の作業内容は、表２．２．７（Ｂ） １．床の清掃及び２．床以外

の清掃（ａ．壁・扉・操作盤）の項目による。 
カ 階段 
（ア） 階段の日常清掃の作業内容は、表２．２．８（Ａ） １．床の清掃及び２．床以外の清掃

（ａ．手すり）の項目による。 
（イ） 階段の弾性床の定期清掃の作業内容は、表２．２．８（Ｂ） １．床の清掃及び２．床以

外の清掃（ａ．壁）の項目による。 
キ シャワー室 
（ア） シャワー室の日常清掃の作業内容は、表２．２．１０（Ａ） １．床の清掃及び２．床以

外の清掃の項目による。 
（イ） シャワー室の弾性床の定期清掃の作業内容は、表２．２．１０（Ｂ） 床以外の清掃（ａ．

天井及びｂ．扉）の項目による。 
（ウ） 女性用シャワー室の清掃は、女性作業員が実施する。 
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ク 喫煙スペース 
（ア） 喫煙スペースの日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表２．２．１１（Ａ） １．床

の清掃、２．床以外の清掃及び３．日常巡回清掃の項目による。 
（イ） 喫煙スペースの定期清掃の作業内容は、表２．２．１１（Ｂ） １．床の清掃及び２．床

以外の清掃（ａ．壁、ｂ．照明器具及びｃ．吹出口及び吸込口）の項目による。 
ケ ＯＡガラリ 

ＯＡガラリの清掃（年１回）は、ガラリ及びガラリ内部の除塵及び水拭きを行う。 
コ  通路・階段・屋外階段 
（ア） 通路・階段・屋外階段の日常清掃の作業内容は、表３．４．１（Ａ） の清掃の項目によ

る。また、通路の清掃作業については、ＡＭ８：００までに完了とする。 
（イ） 通路・階段・屋外階段の定期清掃の作業内容は、表３．４．１（Ｂ） の清掃の項目によ

る。 
サ 犬走り 

犬走りの清掃の作業内容は、表３．４．１（Ａ） の項目によるものとし、月１回実施する。 
シ 妻方向バルコニー 

妻方向バルコニーの清掃の作業内容は、表３．４．１（Ａ） の項目によるものとし、週１回
実施する。 

ス  屋上・建物周囲排水溝 
屋上・建物周囲排水溝の清掃及びルーフドレンのゴミ及び堆積物を除去するものとし、屋上は

年１回、建物周囲は月１回実施する。 
セ 屋外清掃 
（ア） 屋外清掃の日常清掃の作業内容は、表３．４．１（Ａ） の項目による。 
（イ） 屋外清掃の定期清掃の作業内容は、表３．４．１（Ｂ） の項目による。 
ソ 回廊下通路 

回廊下通路の清掃の作業内容は、表３．４．１（Ａ） の項目によるものとし、月１回実施す
る。 

タ その他施設管理担当者が指示する作業を行う。 
 
（３）清掃時間 

日常清掃は平日の０７００から１７００までの時間帯、定期清掃は土曜日、日曜日及び祝祭日の０８
００から１７００までの時間帯に実施することを原則とする。 
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３ 庁舎Ｃ３棟の清掃に関する事項 
（１）清掃数量及び周期表 

 

建  物 

 

区  分 

 

清掃面積 

 

日常清掃 

 

定期清掃 

 

備   考 

 

 庁舎Ｃ３棟 
（内部清掃） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 

 

       94 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

日常巡回清掃も実施 

 

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ(折込天井部) 

 

       44 ㎡ 

 

－ 

 

  年１回 

照明器具の清掃も実施 

 

風除室 

 

       25 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

日常巡回清掃も実施 

 

面会室 

 

       84 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  年１回 

 

 

廊下 

 

    2,413 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

附室 

 

      223 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

 

 

階段 

 

      299 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

剥離洗浄を３０年度に実施 

 

ＥＶホール 

 

      122 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

自販機コーナー 

 

      21 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

 

 

前室 

 

      53 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

 

 

喫煙室 

 

 

 

 

      155 ㎡ 

 

 

 

平日の毎日 

 

 

 

  月１回 

 

 

日常巡回清掃も実施 
照明器具（40W 蛍光灯 1灯用）18 台 
吹出口及び吸い込み口（グリル） 

400×400  9 個 
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

便所・洗面所 

 

 

       238 ㎡ 

 

 

平日の毎日 

 

 

  月１回 

 

日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

シャワー室 

 

        90 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

剥離洗浄を３０年度に実施 

 

湯沸室 

 

 

       110 ㎡ 

 

 
日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３０年度に実施 

平日の毎日 

 

  月１回 

 

 

エレベーター 

 

         2 台 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

 

 

ＯＡガラリ 

 

       16 個 

 

    － 

 

  年１回 
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地下連絡通路 
(内部清掃) 
 
 
 
 

 

 

地下連絡通路 

 

       447 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

 月１回 

 

 

前室 

 

        18 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

 

 

階段(磁器タイル) 

 

        38 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

 月１回 

 

 

階段(硬質床) 

 

       139 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

 月１回 

 

 

屋内駐車場 
（内部清掃） 

 

駐車場 

 

 

       848 ㎡ 

 

 

－ 

 

 

  月１回 

 

 

 

庁舎Ｃ３棟 
（外部清掃） 

 

 

 

 

 

 

 

 
車寄せ 

 
       104 ㎡ 

 
平日の毎日 

 
  月１回  

 

歩道 

 

       149 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

 

 

 

建物周囲側溝 

 

        62 ㎡ 

 

－ 

 

 月１回 

 

側溝周辺の清掃含む 

 

屋上排水側溝 

 

        52 ㎡ 

 

－ 

 

 年１回 

 

 

 

塔屋排水側溝 

 

         5 ㎡ 

 

－ 

 

 年１回 

 

 

 

屋外階段 

 

 

         6 ㎡ 

 

 

平日の毎日 

 

 

  月１回 

 

 

 

 

※ 清掃面積の細部については、清掃面積表・庁舎Ｃ３棟面積表によるものとする。 
※ 便所・洗面所、湯沸室スペース及び喫煙室の日常清掃は午前中に、日常巡回清掃は午後に実施する
ものとする。 

※ 定期清掃について、床の洗浄作業は、実務経験３年以上かつビルクリーニング技能士の資格を有す
る者が常時指導・監督のうえ実施するものとする。 
  
   

 （２）清掃要領 
清掃要領は、共通仕様書「第４編 清掃」による。具体的内容は、以下のとおりとする。 
ア エントランスホール及び風除室 
（ア） エントランスホール及び風除室の日常清掃の作業内容は、表２．２．１（Ａ） １．床の

清掃及び２．床以外の清掃の項目による。また、作業はＡＭ８：００までに完了とする。 
（イ） エントランスホール及び風除室の定期清掃の作業内容は、表２．２．１（Ｂ） １．床の

清掃及び２．床以外の清掃（ａ．壁、ｂ．フロアマット、ｃ．扉ガラス及びｄ．什器備品）
の項目による。 

（ウ） エントランスホールの折込天井部の清掃（年１回）の作業内容は、表２．２．１（Ｂ）２．
ａ及びｅの項目による 

イ 廊下、自販機コーナー、前室、附室及びエレベータホール 
（ア） 廊下及びエレベータホールの日常清掃の作業内容は、表２．２．４（Ａ） １．床の清掃

の項目による。 
（イ） 廊下及びエレベータホールの弾性床の定期清掃の作業内容は、表２．２．４（Ｂ） １．

床の清掃及び２．床以外の清掃（ａ．壁）の項目による。 
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ウ 便所・洗面所 
（ア）  便所・洗面所の日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表２．２．５（Ａ） １．床の 

清掃、２．床以外の清掃及び３．日常巡回清掃の項目による。 
なお、ライニングの甲板、前板等は、衛生陶器に含むものとする。 

（イ）  便所・洗面所の定期清掃の作業内容は、表２．２．５（Ｂ） １．床の清掃及び２．床以
外の清掃（ａ．壁）の項目による。 

（ウ）  女性用便所・洗面所の清掃は、女性作業員が実施するものとする。 
エ 湯沸室 
（ア） 湯沸室の日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表２．２．６（Ａ） １．床の清掃、

２．床以外の清掃及び３．日常巡回清掃の項目による。 
（イ） 湯沸室の定期清掃の作業内容は、表２．２．６（Ｂ） １．床の清掃及び２．床以外の清

掃（ａ．壁）の項目による。 
オ エレベータ 
（ア）  エレベータの日常清掃の作業内容は、表２．２．７（Ａ） １．床の清掃及び２．床以外

の清掃の項目による。 
（イ）  エレベータの定期清掃の作業内容は、表２．２．７（Ｂ） １．床の清掃及び２．床以外

の清掃（ａ．壁・扉・操作盤）の項目による。 
カ 階段 
（ア）  階段の日常清掃の作業内容は、表２．２．８（Ａ） １．床の清掃及び２．床以外の清掃

（ａ．手すり）の項目による。 
（イ） 階段の弾性床の定期清掃の作業内容は、表２．２．８（Ｂ） １．床の清掃及び２．床以

外の清掃（ａ．壁）の項目による。 
キ シャワー室 
（ア） シャワー室の日常清掃の作業内容は、表２．２．１０（Ａ） １．床の清掃及び２．床以

外の清掃の項目による。 
（イ） シャワー室の定期清掃の作業内容は、表２．２．１０（Ｂ） １．床以外の清掃（ａ．天

井及びｂ．扉）の項目による。 
（ウ） 女性用シャワー室の清掃は、女性作業員が実施するものとする。 
ク 面会室 
（ア） 面会室の日常清掃の作業内容は、表２．２．２（Ａ） １．床の清掃及び２．床以外の清

掃の項目による。また、作業はＡＭ８：００までに完了とする。 
（イ） 面会室の繊維床の定期清掃（年１回）の作業内容は、床の清掃とし、バフイングパット方

式又は同等の方式による。 
〔バフイングパット方式〕 
ａ  真空掃除機を用いて床面の除塵を行う。 
ｂ シミの性質を見分け、適切な染み抜き作業を行う。 
ｃ 前処理剤を散布する。 
ｄ バフイングパットをポリシャーに取付、床面をバフし、汚れをパッドに付着させる。
ｅ 真空掃除機で汚れの回収をする。 
ｆ ただし、焦げ、ほつれ等の損傷箇所の補修作業は含まない。 
 

ケ 喫煙スペース 
（ア） 喫煙スペースの日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表２．２．１１（Ａ） １．床

の清掃、２．床以外の清掃及び３．日常巡回清掃の項目による。 
（イ） 喫煙スペースの定期清掃の作業内容は、表２．２．１１（Ｂ） １．床の清掃及び２床以

外の清掃（ａ．壁、ｂ．照明器具及びｃ．吹出口及び吸込口）の項目による。 
コ ＯＡガラリ 

ＯＡガラリの清掃（年１回）は、ガラリ及びガラリ内部の除塵及び水拭きを行う。 
サ  地下連絡通路 
（ア） 地下通路の日常清掃の作業内容は、表２．２．４（Ａ）１．床の清掃の項目による。 
（イ） 地下通路の定期清掃の作業内容は、表２．２．４（Ｂ）１．床の清掃の項目による。 
シ 駐車場 

 駐車場の清掃の作業内容は、表３．４．４の項目によるものとし、月１回実施する。  
ス 屋上排水溝及び塔屋排水溝 

屋上排水溝の清掃及びルーフドレンのゴミ及び堆積物を除去するものとし、年１回実施する。 
セ 車寄せ 
（ア） 車寄せの日常清掃の作業内容は、表３．４．１（Ａ）の項目による。また、作業はＡＭ８

：００までに完了とする。 
（イ） 車寄せの定期清掃の作業内容は、表３．４．１（Ｂ）の項目による。 
ソ 建物周囲側溝 
（ア） 建物周囲側溝の清掃の作業内容は、側溝内のゴミ及び堆積物を除去するものとする。 
（イ） グレーチング周囲のゴミ収集するものとする。 
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タ 歩道及び屋外階段 
（ア） 歩道及び屋外階段の日常清掃の作業は、表３．４．１（Ａ）の清掃の項目による。 
（イ） 歩道及び屋外階段の定期清掃の作業は、表３．４．１（Ｂ）の清掃の項目による。 
チ その他施設管理担当者が指示する作業を行う。 

 
（３）清掃時間 

日常清掃は平日の０７００から１７００までの時間帯、定期清掃は土曜日、日曜日及び祝祭日の０８
００から１７００までの時間帯に実施することを原則とする。 
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４ 庁舎Ｄ棟の清掃に関する事項 
（１）清掃数量及び周期表 

 

建  物 

 

区  分 

 

清掃面積 

 

日常清掃 

 

定期清掃 

 

備   考 

 

  庁舎Ｄ棟 
（内部清掃） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玄関ホール 

 

      298 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

日常巡回清掃も実施 

 

廊下 

 

    3,653 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

廊下（繊維床） 

 

      212 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  年１回 

日常巡回清掃も実施 

 

階段 

 

      387 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

剥離洗浄を３０年度に実施 

 

中央階段（繊維床） 

 

        15 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  年１回 

 

 

ＥＶホール 

 

       494 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

ＥＶホール（繊維床） 

 

       82 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  年１回 

日常巡回清掃も実施 

 

ＥＶホール 
（折上天井） 

 

       159 ㎡ 

 

 

－ 

 

 

  年１回 

 

照明器具の清掃も実施 

 

 

便所・洗面所 

 

 

       322 ㎡ 

 

 

平日の毎日 

 

 

  月１回 

 

日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

シャワー室・浴場 

 

        35 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

剥離洗浄を年１回実施 

 

高官室・会議室等 

 

       

 

※清掃面積表による。 

 

高官室内便所は、日常清掃のみ実施 

 

湯沸室 

 

 

        41 ㎡ 

 

 

平日の毎日 

 

 

  月１回 

 

日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

 
 
 
喫煙スペース 

 

 

       
 
 
    117 ㎡ 

 

 

 
 
 
平日の毎日 

 

 

  
 
 
 月１回 

 

日常巡回清掃も実施 
照明器具 

（40W 蛍光灯 1 灯用）19 台 
吹出口及び吸い込み口（グリル） 2

00×200  22 個 
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

エレベーター 

 

         8 台 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

 

 

ＯＡガラリ 

 

       22 個 

 

    － 

 

  年１回 
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庁舎Ｄ棟 
（外部清掃） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外回廊 

 

       627 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

Ａ東～Ｅ１西 

 

玄関周り 

 

       137 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

 

 

 

犬走り 

 

       151 ㎡ 

 

    － 

 

  月１回 

 

 

 

妻方向バルコニー 

 

       465 ㎡ 

 

  月１回 

 

    － 

 

 

 

屋上排水溝 
建物周囲排水溝 

 

 

       136 ㎡ 
        86 ㎡ 

 

 

    － 
    － 

 

 

  年１回 
  月１回 

 

 

 

 

 

※ 清掃面積の細部については、清掃面積表・庁舎Ｄ棟面積表による。 
※ 玄関ホール・廊下・エレベーターホール・便所・洗面所、湯沸室及び喫煙スペースの日常清掃
は午前中に、日常巡回清掃は午後に実施する。 

※ 定期清掃について、床の洗浄作業は、実務経験３年以上かつビルクリーニング技能士の資格を
有する者が常時指導・監督のうえ実施する。 

   
（２）清掃要領 

清掃要領は、共通仕様書「第４編 清掃」による。具体的内容は、以下のとおり。 
ア 玄関ホール 
（ア） 玄関ホールの日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表２．２．１（Ａ） １．床の清

掃及び２．床以外の清掃の項目による。また、作業はＡＭ８：００までに完了とする。 
（イ） 玄関ホールの定期清掃の作業内容は、表２．２．１（Ｂ） １．床の清掃及び２．床以外

の清掃（ａ．壁、ｂ．フロアマット、ｃ．扉ガラス及びｄ．什器備品）の項目による。 
イ 廊下及びエレベータホール 
（ア） 廊下及びエレベータホールの日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表２．２．４

（Ａ） １．床の清掃の項目によるほか中央部分吹抜け廊下の手摺・ガラス面（１４㎡）の
除塵及び拭きを行う。 

（イ） 廊下及びエレベータホールの弾性床の定期清掃の作業内容は、表２．２．４（Ｂ） １．
床の清掃及び２．床以外の清掃（ａ．壁）の項目による。 

（ウ） 廊下及びエレベータホールの繊維床の定期清掃（年１回）の作業内容は床の清掃とし、バ
フィングパッド方式又は同等の方式による。 

（エ） ＥＶホールの折込天井部の清掃（年１回）の作業は、表２．２．２．ａ及びｅの項目によ
       る。 

ウ 階段 
（ア） 階段の日常清掃の作業内容は、表２．２．８（Ａ） １．床の清掃及び２．床以外の清掃

（ａ．手すり）の項目による。なお、２．床以外の清掃（ａ．手すり）を実施する際、中央
階段部分については、手摺子・ガラスを含むものとする。 

（イ） 階段の弾性床の定期清掃の作業内容は、表２．２．８（Ｂ） １．床の清掃及び２．床以
外の清掃（ａ．壁）の項目による。 

（ウ） 中央階段の繊維床の定期清掃（年１回）の作業内容は、床の清掃とし、バフィングパット
方式又は同等の方式による。 

エ 便所・洗面所 
（ア）  便所・洗面所の日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表２．２．５（Ａ） １．床の 

清掃、２．床以外の清掃及び３．日常巡回清掃の項目による。 
なお、ライニングの甲板、前板等は、衛生陶器に含む。 

（イ） 便所・洗面所の定期清掃の作業内容は、表２．２．５（Ｂ） １．床の清掃及び２．床以
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外の清掃（ａ．壁）の項目による。 
（ウ）女性用便所・洗面所の清掃は、女性作業員が実施する。 
オ 高官室・会議室等 
（ア） 高官室等の日常清掃の作業内容は、表２．２．２（Ａ） １．床の清掃及び２．床以外の

清掃の項目による。また、会議室等の日常清掃の作業内容は、表２．２．３（Ａ） １．床
の清掃及び２．床以外の清掃（ａ．灰皿及びｂ．ごみ箱）の項目による。 

（イ） 高官室･会議室等の繊維床の定期清掃（年１回）の作業内容は床の清掃とし、バフイングパ
ット方式又は同等の方式による。 
〔バフイングパット方式〕 
ａ  真空掃除機を用いて床面の除塵を行う。 
ｂ シミの性質を見分け、適切な染み抜き作業を行う。 
ｃ 前処理剤を散布する。 
ｄ バフイングパットをポリシャーに取付、床面をバフし、汚れをパッドに付着させる。 
ｅ 真空掃除機で汚れの回収をする。 
ｆ ただし、焦げ、ほつれ等の損傷箇所の補修作業は含まない。 

（ウ） 清掃周期は、清掃面積及び周期表によるものとし、高官室内便所は、表２．２．５（Ａ）
 １．床の清掃及び２．床以外の清掃の項目によるものとし、日常巡回清掃は、実施しない。 

カ 湯沸室 
（ア） 湯沸室の日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表２．２．６（Ａ） １．床の清掃、

２．床以外の清掃及び３．日常巡回清掃の項目による。 
（イ） 湯沸室の定期清掃の作業内容は、表２．２．６（Ｂ） １．床の清掃及び２．床以外の清

掃（ａ．壁）の項目による。 
キ エレベータ 
（ア） エレベータの日常清掃の作業内容は、表２．２．７（Ａ） １．床の清掃及び２．床以外

の清掃の項目による。 
（イ） エレベータの定期清掃の作業内容は、表２．２．７（Ｂ） １．床の清掃及び２．床以外

の清掃（ａ．壁・扉・操作盤）の項目による。 
ク シャワー室・浴場 
 （ア） シャワー室の日常清掃の作業内容は、表２．２．１０（Ａ） １．床の清掃及び２．床以

外の清掃の項目による。 
（イ） シャワー室の定期清掃の作業内容は、表２．２．１０（Ｂ） 床以外の清掃（ａ．天井及

びｂ．扉）の項目による。 
（ウ） 女性用シャワー室の清掃は、女性作業員が実施する。 
ケ 喫煙スペース 
（ア） 喫煙スペースの日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表２．２．１１（Ａ） １．床

の清掃、２．床以外の清掃及び３．日常巡回清掃の項目による。 
（イ） 喫煙スペースの定期清掃の作業内容は、表２．２．１１（Ｂ） １．床の清掃及び２．床

以外の清掃（ａ．壁、ｂ．照明器具及びｃ．吹出口及び吸込口）の項目による。 
コ ＯＡガラリ 

ＯＡガラリの清掃（年１回）は、ガラリの除塵及び水拭きを行う。 
サ  屋外回廊 
（ア） 屋外回廊の日常清掃の作業内容は、表３．４．１（Ａ） の清掃の項目による。 
（イ） 屋外回廊の定期清掃の作業内容は、表３．４．１（Ｂ） の清掃の項目による。 
シ 玄関周り 
（ア） 玄関周りの日常清掃の作業内容は、表３．４．１（Ａ） の清掃の項目による。また、作

業はＡＭ８：００までに完了とする。 
（イ） 玄関周りの定期清掃の作業内容は、表３．４．１（Ｂ） の清掃の項目による。 
ス 犬走り 

犬走りの清掃の作業内容は、表３．４．１（Ａ） の項目によるものとし、月１回実施する。 
セ 屋上・建物周囲排水溝 

屋上・建物周囲排水溝の清掃及びルーフドレンのゴミ及び堆積物を除去するものとし、屋上は
年１回、建物周囲は月１回実施する。 

ソ 妻方向バルコニー 
妻方向バルコニーの清掃の作業内容は、表３．４．１（Ａ） の項目によるものとし、週１回

実施する。 
タ その他施設管理担当者が指示する作業を行う。 

 
（３）清掃時間 

日常清掃は平日の０７００から１７００までの時間帯、定期清掃は土曜日、日曜日及び祝祭日の０８
００から１７００までの時間帯に実施することを原則とする。ただし、高官室・会議室等についての日
常清掃は、平日の０７００から０９３０までの時間帯に実施することとし、細部については、施設管理
担当者の指示を受ける。 
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５ 庁舎Ｅ１・Ｅ２棟の清掃に関する事項         
（１）清掃数量及び周期表 

 

 建  物 

 

   区  分 

 

 清掃面積 

 

 日常清掃 

 

 定期清掃 

 

       備   考 

 

庁舎Ｅ１棟 
（内部清掃） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玄関ホール 

 

       187 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

 月１回 

日常巡回清掃も実施 

 

玄関ホール折上天井 

 

       130 ㎡ 

 

－ 

 

  年１回 

照明器具の清掃も実施 

 

廊下 

 

     3,241 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

階段 

 

       400 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

ＥＶホール 

 

       618 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

ＥＶホール折上天井 

 

       124 ㎡ 

 

－ 

 

  年１回 

照明器具の清掃も実施 

 

便所・洗面所 

 

 

       309 ㎡ 

 

 

平日の毎日 

 

 

  月１回 

 

日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

湯沸室 

 

 

        44 ㎡ 

 

 

平日の毎日 

 

 

  月１回 

 

日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

喫煙スペース 

 

 

 

 

 

 

      130 ㎡ 

 

 

 

 

 

 

平日の毎日 

 

 

 

 

 

 

  月１回 

 

 

 

 

 

日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３０年度に実施 
 
照明器具（40W 蛍光灯 1灯用）：

20 台  
吹出口及び吸込口(ｸﾞﾘﾙ)250×25

0 ：19 個 
 
 

 

シャワー室 

 

        25 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

剥離洗浄を３０年度に実施 

 

会議室 （繊維床） 

 

       79 ㎡ 

 

  月１回 

 

  年１回 

 

 

 

会議室  （弾性床） 

 

       165 ㎡ 

 

  週１回 

 

３か月に１回 

 

 

 

エレベーター 

 

         7 台 

 

平日の毎日 

 

  月１回 
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ＯＡガラリ         22 個     －   年１回 

 

 

庁舎Ｅ１棟 
（外部清掃） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犬走り 

 

       105 ㎡ 

 

    － 

 

  月１回 

 

 

 

屋上排水溝 
建物周囲排水溝 

 

       240 ㎡ 
        78 ㎡ 

 

    － 
    － 

 

 年１回 
  月１回 

 

 

 

 

妻方向バルコニー 

 

       651 ㎡ 

 

 月１回 

 

    － 

 

 

 

地下通路・人用通路 

 

       341 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

    － 

 

 

 

玄関周り 

 

       128 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

 月１回 

 

 

 

庁舎Ｅ２棟 
 (内部清掃) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玄関ホール 

 

        89 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

 月１回 

日常巡回清掃も実施 

 

玄関ホール折上天井 

 

        35 ㎡ 

 

－ 

 

  年１回 

照明器具の清掃も実施 

 

会議室 

 

       168 ㎡ 

 

  月１回 

 

  年１回 

 

 

廊下 

 

       867 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

階段 

 

       197 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

剥離洗浄を３０年度に実施 

 

ＥＶホール 

 

       109 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

便所・洗面所 

 

 

       126 ㎡ 

 

 

平日の毎日 

 

 

  月１回 

 

日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

湯沸室 

 

 

        25 ㎡ 

 

 

平日の毎日 

 

 

  月１回 

 

日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

喫煙スペース 

 

 

        28 ㎡ 

 

 

平日の毎日 

 

 

  月１回 

 

 

日常巡回清掃も実施 
照明器具（40W 蛍光灯 2 灯用） 5 台 
吹出口及び吸込口(ｸﾞﾘﾙ)290×290 5 個 
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

シャワー室 

 

        21 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

剥離洗浄を３０年度に実施 
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エレベーター          1 台 平日の毎日   月１回 
 

 

庁舎Ｅ２棟 
（外部清掃） 

 

 

 

 

 

 

犬走り 

 

        90 ㎡ 

 

    － 

 

 月１回 

 

 

 

屋上排水溝 
建物周囲排水溝 

 

        83 ㎡ 
        72 ㎡ 

 

    － 
    － 

 

 年１回 
  月１回 

 

 

 

 

玄関周り 

 

 

       108 ㎡ 

 

 

平日の毎日 

 

 

 月１回 

 

 

 

 

※ 清掃面積の細部については、清掃面積表・階別清掃面積表によるものとする。 
※ 玄関ホール・廊下・階段・エレベーターホール・便所・洗面所、湯沸室及び喫煙スペースの日常

清掃は午前中に、日常巡回清掃は午後に実施するものとする。 
※ 定期清掃について、床の洗浄作業は、実務経験３年以上かつビルクリーニング技能士の資格を有

する者が常時指導・監督のうえ実施する。 
  

（２）清掃要領特記事項 
清掃要領は、共通仕様書「第４編 清掃」による。具体的内容は、以下のとおり。 
ア 玄関ホール 
（ア） 玄関ホールの日常清掃の作業内容は、表２．２．１（Ａ）１．床の清掃及び２．床以外の清

掃の項目による。また、作業はＡＭ８：００までに完了とする。 
（イ） 玄関ホールの定期清掃の作業内容は、表２．２．１（Ｂ）１．床の清掃及び２．床以外の清

掃（ａ．壁、ｂ．フロアマット、ｃ．扉ガラス及びｄ．什器備品）の項目による。 
（ウ） 玄関ホールの折込天井部の清掃（年１回）の作業は、表２．２．２．ａ及びｅの項目による。 
イ 廊下及びエレベータホール 
（ア） 廊下及びエレベータホールの日常清掃の作業内容は、表２．２．４（Ａ）１．床の清掃及び

２．床以外の清掃の項目による。 
（イ） 廊下及びエレベータホールの弾性床の定期清掃の作業内容は、表２．２．４（Ｂ）１．床の

清掃及び２．床以外の清掃（ａ．壁）の項目による。 
（ウ） ＥＶホールの折込天井部の清掃（年１回）の作業は、表２．２．１（Ｂ）２．ａ及びｅの項

目による。 
ウ 便所・洗面所 
（ア） 便所・洗面所の日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表２．２．５（Ａ）１．床の清掃、

２．床以外の清掃及び３．日常巡回清掃の項目による。なお、ライニングの甲板、前板等は衛 
生陶器に含むものとする。 

（イ） 便所・洗面所の定期清掃の作業内容は、表２．２．５（Ｂ）１．床の清掃及び２．床以外の
清掃（ａ．壁）の項目による。 

（ウ） 女性用便所・洗面所の清掃は、女性作業員が実施するものとする。 
エ 湯沸室 
（ア） 湯沸室の日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表２．２．６（Ａ）１．床の清掃、２．

床以外の清掃及び３．日常巡回清掃の項目による。 
（イ） 湯沸室の定期清掃の作業内容は、表２．２．６（Ｂ）１．床の清掃及び２．床以外の清掃（ 

ａ．壁）の項目による。 
オ エレベータ 
（ア） エレベータの日常清掃の作業内容は、表２．２．７（Ａ）１．床の清掃及び２．床以外の清

掃の項目による。 
（イ） エレベータの定期清掃の作業内容は、表２．２．７（Ｂ）１．床の清掃及び２．床以外の清

掃（ａ．壁・扉・操作盤）の項目による。 
カ 階段 
（ア） 階段の日常清掃の作業内容は、表２．２．８（Ａ）１．床の清掃及び２．床以外の清掃（ａ．

手すり）の項目による。 
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（イ） 階段の弾性床の定期清掃の作業内容は、表２．２．８（Ｂ） １．床の清掃及び２．床以外
の清掃（ａ．壁）の項目による。 

キ シャワー室 
（ア） シャワー室の日常清掃の作業内容は、表２．２．１０（Ａ） １．床の清掃及び２．床以外

の清掃の項目による。 
（イ） シャワー室の定期清掃の作業内容は、表２．２．１０（Ｂ） １．床以外の清掃（ａ．天井

及びｂ．扉）の項目による。 
（ウ）女性用シャワー室の清掃は、女性作業員が実施する。 
ク 会議室 
（ア） 会議室の日常清掃の作業内容は、表２．２．３（Ａ） １．床の清掃及び２．床以外の清掃

の項目による。 
（イ） 会議室の弾性床の定期清掃（３ヵ月に１回）の作業内容は、表２．２．３（Ｂ） １．床の清

掃の項目による。 
（ウ） 会議室の繊維床の定期清掃（年１回）の作業内容は、表２．２．３（Ｂ） １．床の清掃と

し、バフイングパット方式又は同等の方式による。 
〔バフイングパット方式〕 
ａ  真空掃除機を用いて床面の除塵を行う。 
ｂ シミの性質を見分け、適切な染み抜き作業を行う。 
ｃ 前処理剤を散布する。 
ｄ バフイングパットをポリシャーに取付、床面をバフし、汚れをパッドに付着させる。 
ｅ 真空掃除機で汚れの回収をする。 
ｆ ただし、焦げ、ほつれ等の損傷箇所の補修作業は含まない。 

ケ 喫煙スペース 
（ア） 喫煙スペースの日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表２．２．１１（Ａ） １．床の

清掃、２．床以外の清掃及び３．日常巡回清掃の項目による。 
（イ） 喫煙スペースの定期清掃の作業内容は、表２．２．１１（Ｂ） １．床の清掃及び２．床以

外の清掃（ａ．壁、ｂ．照明器具及びｃ．吹出口及び吸込口）の項目による。 
コ ＯＡガラリ 

ＯＡガラリの清掃（年１回）は、ガラリの除塵及び水拭きを行う。 
サ  地下通路・人用通路 

地下通路・人用通路の日常清掃の作業内容は、表３．４．１（Ａ）の項目による。 
シ 犬走り 

犬走りの清掃の作業内容は、表３．４．１（Ａ）の項目によるものとし、月１回実施する。 
ス 妻方向バルコニー 

妻方向バルコニーの清掃の作業内容は、表３．４．１（Ａ）の項目によるものとし、週１回実施
する。 

セ  屋上・建物周囲排水溝 
屋上・建物周囲排水溝の清掃及びルーフドレンのゴミ及び堆積物を除去するものとし、屋上は年

１回、建物周囲は月１回実施する。 
ソ 玄関周り 
（ア） 玄関周りの日常清掃の作業内容は、表３．４．１（Ａ）の項目による。また、作業はＡＭ８

：００までに完了とする。 
（イ） 玄関周りの定期清掃の作業内容は、表３．４．１（Ｂ）の項目による。 
タ その他施設管理担当者が指示する作業を行う。 

 
（３）清掃時間 

日常清掃は平日の０７００から１７００までの時間帯、定期清掃は土曜日、日曜日及び祝祭日の０８
００から１７００までの時間帯に実施することを原則とする。 
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.
7
0

1
8
7
.
7
0

廊
下

3
,
2
4
1
.
6
8

3
,
2
4
1
.
6
8

階
段

4
0
0
.
8
0

4
0
0
.
8
0

Ｅ
Ｖ
ホ
ー
ル

6
1
8
.
8
0

6
1
8
.
8
0

便
所
・
洗
面
所

3
0
9
.
3
0

3
0
9
.
3
0

湯
沸
室

4
4
.
1
0

4
4
.
1
0

喫
煙
ス
ペ
ー
ス

1
3
0
.
6
6

1
3
0
.
6
6

シ
ャ
ワ
ー
室

2
5
.
2
4

2
5
.
2
4

計
4
,
9
5
8
.
2
8

1
8
7
.
7
0

3
,
8
6
0
.
4
8

3
3
4
.
5
4

4
4
.
1
0

1
3
0
.
6
6

4
0
0
.
8
0

台
数

個
数

個
数

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

台
数

7
.
0

Ｏ
Ａ
ガ
ラ
リ

2
2
.
0

2
0
.
0

1
9
.
0

Ｗ
Ｄ

Ｗ
Ｄ

８
Ｆ

会
議
室
Ｃ

弾
性
床

1
2
.
0
0

1
3
.
8
0

1
6
5
.
6
0

３
Ｆ

会
議
室
Ｄ

繊
維
床

1
2
.
0
0

6
.
6
0

7
9
.
2
0

7
9
.
2
0

1
6
5
.
6
0

折
上
天
井
部
清
掃

面
積
（
㎡
）

面
積
（
㎡
）

妻
方
向
バ
ル
コ
ニ
ー

6
5
1
.
0
3

玄
関
ホ
ー
ル

1
3
0
.
1
1

地
下
通
路
、
人
用
通
路

3
4
1
.
1
6

Ｅ
Ｖ
ホ
ー
ル

1
2
4
.
8
0

2
4
0
.
8
9

7
8
.
0
0

1
0
5
.
4
8

1
2
8
.
3
1

1
,
5
4
4
.
8
7

計
2
5
4
.
9
1

清
　
掃
　
面
　
積
　
表

庁
　
舎
　
Ｅ
１
　
棟
　
他
　
清
　
掃
　
役
　
務

場
　
　
　
所

面
積
（
㎡
）

区
分
及
び
清
掃
面
積
（
㎡
）

合
　
　
　
　
　
　
計

備
　
　
　
考

項
目

対
象
範
囲
　
(
繊
維
床
）

面
積
（
㎡
）

喫
煙
ス
ペ
ー
ス
（
4
0
W
型
蛍
光
灯
1
灯
用
　
）
照
明
器

具
カ
バ
ー
無

喫
煙
ス
ペ
ー
ス
（
ｸ
ﾞ
ﾘ
ﾙ
）
吹
出
口
・
吸
込
口
　
2
5
0
×
2
5
0

階
数

図
面
名
称

屋
上
排
水
溝

対
象
範
囲
（
弾
性
床
）

面
積
（
㎡
）

外
部
清
掃

場
　
　
　
所

場
　
　
　
所

建
物
周
囲
排
水
溝

犬
走
り

玄
関
周
り

計

1-36 77/174



庁
舎
Ｅ
２
棟
（
共
用
部
分
）

玄
関
ホ
ー
ル

廊
下
及
び
ｴ
ﾚ
ﾍ
ﾞ
ｰ

ﾀ
ｰ
ﾎ
ｰ
ﾙ

便
所
・
洗
面
所

給
湯
室

階
段

玄
関
ホ
ー
ル

8
9
.
3
0

8
9
.
3
0

廊
下

8
6
7
.
0
0

8
6
7
.
0
0

階
段

1
9
7
.
7
0

1
9
7
.
7
0

Ｅ
Ｖ
ホ
ー
ル

1
0
9
.
9
0

1
0
9
.
9
0

便
所
・
洗
面
所

1
2
6
.
5
0

1
2
6
.
5
0

湯
沸
室

2
5
.
1
0

2
5
.
1
0

喫
煙
ス
ペ
ー
ス

2
8
.
5
0

2
8
.
5
0

シ
ャ
ワ
ー
室

2
1
.
0
0

2
1
.
0
0

計
1
,
4
6
5
.
0
0

8
9
.
3
0

1
,
0
0
5
.
4
0

1
4
7
.
5
0

2
5
.
1
0

1
9
7
.
7
0

台
数

個
数

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

台
数

1
.
0

5
.
0

5
.
0

Ｗ
Ｄ

会
議
室
７

繊
維
床

7
.
2
0

1
2
.
0
0

8
6
.
4
0

会
議
室
２

繊
維
床

6
.
8
0

1
2
.
0
0

8
1
.
6
0

1
6
8
.
0
0

外
部
清
掃

折
上
天
井
部
清
掃

面
積
（
㎡
）

面
積
（
㎡
）

8
3
.
3
4

3
5
.
4
4

7
2
.
0
0

9
0
.
9
2

1
0
8
.
7
8

3
5
5
.
0
4

3
5
.
4
4

区
分
及
び
清
掃
面
積
（
㎡
）

備
　
　
　
考

喫
煙
ス
ペ
ー
ス
（
4
0
W
型
蛍
光
灯
2
灯
用
　
）
照
明
器
具

カ
バ
ー
無

清
　
掃
　
面
　
積
　
表

５
Ｆ

３
Ｆ 合
　
　
　
　
　
　
計

場
　
　
　
所

場
　
　
　
所

階
数

図
面
名
称

項
目

対
象
範
囲

計
計

屋
上
排
水
溝

玄
関
ホ
ー
ル

建
物
周
囲
排
水
溝

犬
走
り

玄
関
周
り

喫
煙
ス
ペ
ー
ス
（
ｸ
ﾞ
ﾘ
ﾙ
）
吹
出
口
・
吸
込
口
　
2
9
0
×
2
9
0

面
積
（
㎡
）

場
　
　
　
所

面
積
（
㎡
）
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６ 厚生棟の清掃に関する事項 
（１）清掃数量及び周期表 

 

建  物 

 

区   分 

 

清掃面積 

 

日常清掃 

 

定期清掃 

 

備    考 

 

厚生棟 
（内部清掃） 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エントランスホール・ロビー 

 

       829 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

医務室廊下等共用部分を含む 

 

廊下 

 

 

     1,461 ㎡ 

 

 

平日の毎日 

 

 

  月１回 

 

医務室廊下等共用部分を含む 
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

ＥＶホール 

 

 

        60 ㎡ 

 

 

平日の毎日 

 

 

  月１回 

 

医務室廊下等共用部分を含む
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

更衣室 

 

        85 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

          

 

便所 

 

 

       205 ㎡ 

 

 

平日の毎日 

 

 

  月１回 

 

日常巡回清掃も実施       
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

シャワー室 

 

        31 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

剥離洗浄を３０年度に実施 

 

湯沸室 

 

 

        17 ㎡ 

 

 

平日の毎日 

 

 

  月１回 

 

日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３０年度に実施 

 

エレベーター 

 

      １台 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

 

 

階段 

 

       231 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

  月１回 

剥離洗浄を３０年度に実施 

 

体育館・多目的ホール 

 

     952 ㎡ 

 

  週１回 

 

 月１回 

 

 

図書館、談話室、和室 

 

       928 ㎡ 

 

  週１回 

 

  月１回 

 

 

広報展示室 

 

       242 ㎡ 

 

  週１回 

 

  年１回 

 

 

医務室内（弾性床） 

 

     1,151 ㎡ 

 

  月１回 

 

  月１回 

剥離洗浄を３０年度に実施 

売店前共用部 225 ㎡ 平日の毎日   月１回 
日常巡回清掃も実施。 

剥離洗浄を３０年度、３１年

度及び３２年度に実施 

ドリンクコーナー 20 ㎡ 平日の毎日   月１回 
日常巡回清掃も実施。     

剥離洗浄を３０年度に実施 

食堂共用部 
（３１年度より） 

    952 ㎡ 平日の毎日 月１回 
３１年度より日常巡回清掃も
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実施。      

剥離洗浄を３１年度及び３２

年度に実施 

厚生棟 
（外部清掃） 

玄関・屋外・テラス        417 ㎡ 平日の毎日   月１回 
 

犬走り        405 ㎡     －   月１回 
 

屋上排水溝         35 ㎡     －   年１回 
 

 

厚生棟 
（外部清掃） 

玄関・屋外・テラス        417 ㎡ 平日の毎日   月１回 
 

犬走り        405 ㎡    －   月１回 
 

屋上排水溝         35 ㎡     －   年１回 
 

体育館 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 99 ㎡ 平日の毎日 月１回 
 

廊下(ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｰｽ含)  
380 ㎡ 

平日の毎日 月１回 
日常巡回清掃も実施 

ＥＶﾎｰﾙ 71 ㎡ 平日の毎日 月１回 
日常巡回清掃も実施。剥離洗

浄を３２年度に実施 

更衣室 56 ㎡ 平日の毎日 月１回 
 

ｼｬﾜｰ室 13 ㎡ 平日の毎日 月１回 
剥離洗浄を３２年度に実施 

便所 52 ㎡ 平日の毎日 月１回 
日常巡回清掃も実施。剥離洗

浄を３２年度に実施 

階段 125 ㎡ 平日の毎日 月１回 
 

体育館(ｱﾘｰﾅ)・ｷﾞｬﾗ
ﾘｰ 

1,349 ㎡ 週１回 月１回 
 

湯沸室 4 ㎡   
剥離洗浄を３２年度に実施 

エレベーター 1 台 平日の毎日 月１回 
 

体育館 

(外部清掃) 

 

玄関･屋外･ﾃﾗｽ 221.5 ㎡ 平日の毎日
  

月１回 
 

犬走り 77 ㎡ － 月１回 
 

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 21 ㎡ － 月１回 
 

※ 玄関ホール・廊下・階段・エレベーターホール・便所・洗面所及び湯沸室の日常清掃は午前中に、
日常巡回清掃については午後に実施する。 

※ 定期清掃について、床の洗浄作業は、実務経験３年以上かつビルクリーニング技能士の資格を有
する者が常時指導・監督のうえ実施する。 
  

（２）清掃要領 
清掃要領は、共通仕様書「第４編 清掃」による。具体的内容は、以下のとおり。 
ア エントランスホール・ロビー 
（ア） エントランスホール・ロビーの日常清掃の作業内容は、表２．２．１（Ａ） １．床の清掃

及び２．床以外の清掃の項目による。また、作業はＡＭ８：００までに完了とする。 
（イ） エントランスホール・ロビーの定期清掃の作業内容は、表２．２．１（Ｂ） １．床の清掃

及び２．床以外の清掃（ａ．壁、ｂ．フロアマット、ｃ．扉ガラス及びｄ．什器備品）の項目
による。 

イ 廊下及びエレベータホール 
（ア） 廊下及びエレベータホールの日常清掃の作業内容は、表２．２．４（Ａ）１．床の清掃及び
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２．床以外の清掃の項目による。 
（イ） 廊下及びエレベータホールの定期清掃の作業内容は、表２．２．４（Ｂ）１．床の清掃及び

２．床以外の清掃（ａ．壁）の項目による。 
ウ 便所・洗面所 
（ア） 便所・洗面所の日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表２．２．５（Ａ）１．床の清掃、

２．床以外の清掃及び３．日常巡回清掃の項目による。また、ライニングの甲板、前板等は衛
生陶器に含むものとする。 

（イ） 便所・洗面所の定期清掃の作業内容は、表２．２．５（Ｂ）１．床の清掃及び２．床以外の
清掃（ａ．壁）の項目による。 

（ウ） 女性用便所・洗面所の清掃は、女性作業員が実施する。 
エ 湯沸室 
（ア） 湯沸室の日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表２．２．６（Ａ）１．床の清掃、２．

床以外の清掃及び３．日常巡回清掃の項目による。 
（イ） 湯沸室の定期清掃の作業内容は、表２．２．６（Ｂ）１．床の清掃及び２．床以外の清掃

（ａ．壁）の項目による。 
オ エレベーター 
（ア） エレベーターの日常清掃の作業内容は、表２．２．７（Ａ）１．床の清掃及び２．床以外の

清掃の項目による。 
（イ） エレベーターの定期清掃の作業内容は、表２．２．７（Ｂ）１．床の清掃及び２．床以外の

清掃（ａ．壁・扉・操作盤）の項目による。 
カ 階段 
（ア） 階段の日常清掃の作業内容は、表２．２．８（Ａ）１．床の清掃及び２．床以外の清掃（ａ．

手すり）の項目による。 
（イ） 階段の定期清掃の作業内容は、表２．２．８（Ｂ）１．床の清掃及び２．床以外の清掃（ａ．

壁）の項目による。 
キ シャワー室・更衣室 
（ア） シャワー室・更衣室の日常清掃の作業内容は、表２．２．１０（Ａ）１．床の清掃及び２．

床以外の清掃の項目による。 
（イ） シャワー室・更衣室の定期清掃の作業内容は、表２．２．１０（Ｂ）１．床以外の清掃（ａ．

天井及びｂ．扉）の項目による。 
（ウ） 女性用シャワー室の清掃は、女性作業員が実施する。 
ク 体育館・武道場・多目的ホール 

体育館・武道場のフローリング床張り床及び多目的ホール 
   （ア） 体育館・武道場の日常清掃の作業内容は、表２．１．１の１．「除塵」ａ．及び表２．１．
      １の２「水拭き」ａ．による。 
   （イ） 体育館・武道場の定期清掃の作業内容は、表２．１．１の４．「洗浄」ａ．によるものとす
      る。 

なお、床保護材は、床材に適合したものを選定し、施設管理担当者の承認を受けて実施する。 
   （ウ） 多目的ホールの日常清掃の作業内容は、表２．２．１（Ａ） １．床の清掃の項目による。 
   （エ） 多目的ホールの定期清掃の作業内容は、表２．２．１（Ｂ） １．床の清掃及び２．床以外
      の清掃（ａ．壁）の項目による。 

ケ 図書館・談話室・和室 
（ア） 図書館・談話室の日常清掃の作業内容は、表２．２．２（Ａ）１．床の清掃の項目による。 
（イ） 図書館・談話室の定期清掃の作業内容は、表２．２．２（Ｂ）１．床の清掃及び２．床以外

の清掃（ａ．壁）の項目による。 
（ウ） 和室の日常清掃の作業内容は、表２．１．１の１．「除塵」ａ．及び表２．１．１の２．「 

水拭き」ａ．によるものとし、よごれの目立つ部分は、雑巾で水拭きする。 
（エ） 和室の定期清掃の作業内容は、表２．１．１の１．「除塵」ａ．及び表２．１．１の２．「 

水拭き」ｂ．によるものとし、床全面を雑巾で水拭きする。 
コ 広報展示室 
（ア） 広報展示室の日常清掃の作業内容は、表２．２．２（Ａ）１．床の清掃の項目による。 
（イ） 広報展示室の繊維床の定期清掃（年１回）の作業内容は床の清掃とし、バフィングパッド方
  式又は同等の方式による。 

サ 医務室 
（ア） 医務室の日常清掃の作業内容は、表２．２．２（Ａ） １．床の清掃の項目による。 
（イ） 医務室の弾性床の定期清掃の作業内容は、表２．２．２（Ｂ）１．床の清掃及び２．床以外

の清掃（ａ．壁）の項目による。また、医務室の弾性床の剥離洗浄を年１回実施する。 
シ 犬走り 

犬走りの清掃の作業内容は、表３．４．１（Ａ）の項目によるものとし、月１回実施する。 
ス 屋上排水溝 

屋上排水溝の清掃及びルーフドレンのゴミ及び堆積物を除去するものとし、年１回実施する。 
セ 玄関・屋外・テラス 
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（ア） 玄関・屋外・テラスの日常清掃の作業内容は、表３．４．１（Ａ）の項目による。また、作
業は８：００までに完了とする。 

（イ） 玄関・屋外・テラスの定期清掃の作業内容は、表３．４．１（Ｂ）の項目による。 
ソ その他施設管理担当者が指示する作業を行う。 

 
（３）清掃時間 

日常清掃は平日の０７００から１７００までの時間帯、定期清掃は土曜日、日曜日及び祝祭日の０８
００から１７００までの時間帯に実施することを原則とする。（但し、医務室及び図書室の定期清掃の
実施日については、施設管理担当者と調整する。） 
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室
名

床
仕
様

Ｂ
２
Ｆ

Ｂ
１
Ｆ

１
Ｆ

２
Ｆ

３
Ｆ

４
Ｆ

計

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
・
ロ
ビ
ー

硬
質
床

5
5
4
.
0
0

1
7
7
.
0
0

9
8
.
2
2

8
2
9
.
2
2

廊
下

弾
性
床

2
1
0
.
0
0

7
0
4
.
0
0

2
3
5
.
6
0

3
1
2
.
3
0

1
,
4
6
1
.
9
0

Ｅ
Ｖ
ホ
ー
ル

弾
性
床

1
2
.
0
0

1
2
.
0
0

1
1
.
0
0

1
3
.
0
0

1
2
.
5
8

6
0
.
5
8

更
衣
室

弾
性
床

8
5
.
0
0

8
5
.
0
0

便
所

弾
性
床

3
5
.
0
0

5
2
.
0
0

6
3
.
0
0

5
5
.
2
8

2
0
5
.
2
8

シ
ャ
ワ
ー
室

弾
性
床

3
1
.
0
0

3
1
.
0
0

湯
沸
室

弾
性
床

6
.
0
0

9
.
0
0

2
.
6
0

1
7
.
6
0

階
段

弾
性
床

3
6
.
0
0

5
4
.
0
0

5
6
.
0
0

4
5
.
0
0

2
0
.
0
0

2
0
.
0
0

2
3
1
.
0
0

体
育
館
・
多
目
的
ホ
ー
ル

弾
性
床

3
1
1
.
0
0

6
5
1
.
0
0

9
6
2
.
0
0

図
書
館
・
談
話
室
・
和
室

弾
性
床

9
2
8
.
5
8

9
2
8
.
5
8

広
報
展
示
室

繊
維
床

2
4
2
.
8
2

2
4
2
.
8
2

医
務
室

弾
性
床

1
,
1
5
1
.
2
6

1
,
1
5
1
.
2
6

食
堂

弾
性
床

9
5
2
.
0
0

9
5
2
.
0
0

売
店
前
共
用
部

弾
性
床

2
2
4
.
6
4

2
2
4
.
6
4

ド
リ
ン
ク
コ
ー
ナ
ー

弾
性
床

2
0
.
0
0

2
0
.
0
0

計
2
5
8
.
0
0

1
,
1
4
2
.
0
0

1
,
8
4
9
.
6
4

2
,
4
8
1
.
0
0

1
,
6
5
2
.
2
4

2
0
.
0
0

7
,
4
0
2
.
8
8

玄
関
・
屋
外
・
テ
ラ
ス

1
1
8
.
0

2
9
9
.
0

4
1
7
.
0

計
0
.
0

0
.
0

1
1
8
.
0

2
9
9
.
0

0
.
0

0
.
0

4
1
7
.
0

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

1
.
0

台

犬
走
り

4
0
5
.
9
㎡

ル
ー
フ
ド
レ
ン

3
5
.
7
㎡

計
4
4
1
.
6
㎡

厚
生
棟
面
積
表
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７ 記念館の清掃に関する事項 
（１）清掃数量表 

 

  建  物 

 

     区  分 

 

  清掃面積 

 

 日常清掃 

 

  定期清掃 

 

 備   考 

 

 
  記念館 
（内部清掃） 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玄関ホール 

 

     66 ㎡ 

 

  週１回 

 

    月１回 

剥離洗浄を３０年

度に実施 

 

 
展示室 

 

 

弾性床（木製ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ） 
弾性床（ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾌﾟ） 
繊維床 

 

    921 ㎡ 
     46 ㎡ 
    179 ㎡ 

 

  週１回 
  週１回 
  週１回 

 

  ３か月に１回 
    月１回 
    年１回 

 

 

 

階段 

 

 

弾性床（木製） 
繊維床 

 

     18 ㎡ 
     20 ㎡ 

 

  週１回 
  週１回 

 

   ３か月に１

回    年１回 

 

 

 

 

便所及び洗面所 

 

     20 ㎡ 

 

平日の毎日 

 

    月１回 

 

日常巡回清掃も実施 

 

エレベーター 

 

   １台 

 

  週１回 

 

    月１回 

 

 

 

ＥＶホール 

 

 

 硬質床 
 繊維床 

 

   84 ㎡ 
     30 ㎡ 

 

 週１回 
  週１回 

 

   月１回 
    年１回 

 

 

 

 

 記念館 
（外部清掃） 

 

 

 

 

 

玄関周り 

 

   282 ㎡ 

 

  週１回 

 

    月１回 

 

 

 

犬走り 

 

    355 ㎡ 

 

  週１回  

 

     － 

 

除草も実施 

 

屋上排水溝 

 

 

    191 ㎡ 

 

 

    － 

 

 

   年１回 

 

 

 

 

※ 清掃面積の細部については、清掃面積算出表・階別清掃面積表による。 
※ 玄関ホール・廊下・階段・エレベーターホール・便所及び洗面所の日常清掃は午前中に、日常 

巡回清掃は午後に実施する。 
※ 定期清掃について、床の洗浄作業は、実務経験３年以上かつビルクリーニング技能士の資格を
有する者が常時指導・監督のうえ実施する。 
  

（２）清掃要領 
清掃要領は、共通仕様書「第４編 清掃」による。具体的内容は、以下のとおり。 
ア 玄関ホール 
（ア） 玄関ホールの日常清掃の作業内容は、表２．２．１（Ａ）１．床の清掃及び２．床以外の

清掃の項目によるものとし、週１回実施する。 
（イ） 玄関ホールの定期清掃の作業内容は、表２．２．１（Ｂ）１．床の清掃及び２．床以外の

清掃（ａ．壁、ｂ．フロアマット、ｃ．扉ガラス及びｄ．什器備品）の項目による。 
イ 展示室 
（ア） 展示室の日常清掃の作業内容は、表２．２．２（Ａ）１．床の清掃及び２．床以外の清掃

の項目によるものとし、週１回実施する。 
（イ） 展示室の弾性床の定期清掃の作業内容は、表２．２．２（Ｂ）１．床の清掃の項目による
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ものとし、月１回実施する。 
（ウ） 展示室の繊維床の定期清掃（年１回）の作業内容は、床の清掃とし、バフイングパット方

式又は同等の方式による。 
〔バフイングパット方式〕 
ａ  真空掃除機を用いて床面の除塵を行う。 
ｂ シミの性質を見分け、適切な染み抜き作業を行う。 
ｃ 前処理剤を散布する。 
ｄ バフイングパットをポリシャーに取付、床面をバフし、汚れをパッドに付着させる。 
ｅ 真空掃除機で汚れの回収をする。 
ｆ ただし、焦げ、ほつれ等の損傷箇所の補修作業は含まない。 

（エ） 展示室の木製フローリング床の定期清掃の作業内容は、表２．２．２（Ｂ）１．床の清掃
の項目によるものとし、３か月に１回実施する。床用保護材は、床材に適合したものを選定
し、施設管理担当者の承認を受けて実施する。 

ウ 階段 
（ア） 階段の日常清掃の作業内容は、表２．２．８（Ａ） １．床の清掃及び２．床以外の清掃

（ａ．手すり）の項目による。 
（イ） 階段の弾性床（木製）の定期清掃の作業内容は、表２．２．８（Ｂ）１．床の清掃及び２．

床以外の清掃（ａ．壁）の項目によるものとし、３か月に１回実施する。床用保護剤は、床
材に適合したものを選定し、施設管理担当者の承認を受けて実施する。 

（ウ） 階段の繊維床の定期清掃（年１回）の作業内容は床の清掃とし、バフイングパット方式又
は同等の方式による。 
ａ  真空掃除機を用いて床面の除塵を行う。 
ｂ シミの性質を見分け、適切な染み抜き作業を行う。 
ｃ 前処理剤を散布する。 
ｄ バフイングパットをポリシャーに取付、床面をバフし、汚れをパッドに付着させる。 
ｅ 真空掃除機で汚れの回収をする。 
ｆ ただし、焦げ、ほつれ等の損傷箇所の補修作業は含まない。 

エ 便所・洗面所 
（ア） 便所・洗面所の日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表２．２．５（Ａ）１．床の清

掃、２．床以外の清掃及び３．日常巡回清掃の項目による。 
 なお、ライニングの甲板、前板等は、衛生陶器に含む。 

（イ） 便所・洗面所の定期清掃の作業内容は、表２．２．５（Ｂ）１．床の清掃及び２．床以外
の清掃（ａ．壁）の項目による。 

（ウ） 女性用便所・洗面所の清掃は、女性作業員が実施するものとする。 
オ エレベータホール 
（ア） エレベータホールの日常清掃の作業内容は、表２．２．４（Ａ）１．床の清掃及び２．床

以外の清掃の項目によるものとし、週１回実施する。 
（イ） エレベータホールの弾性床の定期清掃の作業内容は、表２．２．４（Ｂ）１．床の清掃及

び２．床以外の清掃（ａ．壁）の項目による。 
（ウ） エレベータホールの繊維床（年１回）の定期清掃の作業内容は床の清掃とし、バフイング

パット方式又は同等の方式による。 
〔バフイングパット方式〕 
ａ  真空掃除機を用いて床面の除塵を行う。 
ｂ シミの性質を見分け、適切な染み抜き作業を行う。 
ｃ 前処理剤を散布する。 
ｄ バフイングパットをポリシャーに取付、床面をバフし、汚れをパッドに付着させる。 
ｅ 真空掃除機で汚れの回収をする。 
ｆ ただし、焦げ、ほつれ等の損傷箇所の補修作業は含まない。 

カ エレベーター 
（ア） エレベーターの日常清掃の作業内容は、表２．２．７（Ａ）１．床の清掃及び２．床以外

の清掃の項目による。 
（イ） エレベーターの定期清掃の作業内容は、表２．２．７（Ｂ）１．床の清掃及び２．床以外

の清掃（ａ．壁・扉・操作盤）の項目による。 
キ 玄関周り 
（ア） 玄関周りの日常清掃の作業内容は、表３．４．１（Ａ）の項目によるものとし、週１回実

施する。 
（イ）玄関周りの定期清掃の作業内容は、表３．４．１（Ｂ）の項目による。 
ク 犬走り 

犬走りの日常清掃の作業内容は、表３．４．２の項目によるほか、除草も実施するものとし、
週１回実施する。 

ケ  屋上排水溝 
屋上排水溝の清掃及びルーフドレンのゴミ及び堆積物を除去するものとし、年１回実施する。 

コ その他施設管理担当者が指示する作業を行う。 
 
（３）清掃時間 

日常清掃は平日の０８００から１７００の間で施設管理担当者の指定する時間帯とし、定期清掃は土
曜日、日曜日及び祝祭日の０８００から１７００までの時間帯に実施することを原則とする。 
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場所 １Ｆ ２Ｆ 計

玄関ホール 硬質床 せっき質タイル 66.0 66.0

弾性床 木製フローリング 769.0 152.0 921.0

弾性床 ビニル床タイル 46.0 46.0

繊維床 絨毯 179.0 179.0

弾性床 木製 18.0 18.0

繊維床 絨毯 20.0 20.0

硬質床 せっき質タイル 84.0 84.0

繊維床 絨毯 30.0 30.0

便所・洗面所 硬質床 磁器室タイル 20.0 20.0

計 1,023.0 361.0 1,384.0

階　別　清　掃　面　積　表

展示室

階段

ＥＶホール

床仕上げ
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８ 各警衛所及び屋外便所の清掃に関する事項 
（１）清掃数量表 

 

  建  物 

 

  区  分 

 

  清掃面積 

 

  日常清掃 

 

  定期清掃 

 

   備  考 

 

 正門警衛所 
（外部清掃） 

 

  屋上排水溝 

 

 

       21 ㎡ 

 

 

     － 

 

 

     年１回 

 

 

 

 

 

 

 正門警衛所 
（面会受付所） 

（共用部分） 
（内部清掃） 

 

 

  廊 下 

 

 

        5 ㎡ 

 

 

  平日の毎日 

 

 

     月１回 

 

日常巡回清掃を実施 

剥離洗浄を３０年度

に実施 

 

  便所・洗面所 

 

 

 

       14 ㎡ 

 

 

 

  平日の毎日 

 

 

 

     月１回 

 

 

日常巡回清掃を実施 
剥離洗浄を３０年度
に実施 

 

  面会受付 

 

 

       43 ㎡ 

 

 

  平日の毎日 

 

 

     月１回 

 

日常巡回清掃を実施 

剥離洗浄を３０年度

に実施 

 

 

 正門警衛所
（面会受付所） 
（専用部分） 
（内部清掃） 

 

 

 

 

 

  受 付 

 

       18 ㎡ 

 

     週１回 

 

     月１回 

 

 

 

  更 衣 室 

 

        2 ㎡ 

 

      週１回 

 

     月１回 

 

 

 

  湯 沸 室 

 

        3 ㎡ 

 

      週１回 

 

     月１回 

 

 

 

    休 憩 室 

 

        9 ㎡ 

 

      週１回 

 

     月１回 

 

 

 

 正門警衛所 
（専用部分） 
（内部清掃） 
 

 

 

 

 

 

  便所・洗面所 

 

 

        4 ㎡ 

 

 

  平日の毎日 

 

     月１回 

 

 

 

 

 

  湯 沸 室 

 

        2 ㎡ 

 

      週１回 

 

     月１回 

 

 

 

  監 視 室 

 

       28 ㎡ 

 

      週１回 

 

     月１回 

 

 

 

 休憩室・仮眠室 

 

       24 ㎡ 

 

      週１回 

 

     月１回 
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薬王寺門警衛所 
（専用部分） 
（内部清掃） 

 

 

 

 

 

 

  便所・洗面所 

 

        8 ㎡ 

 

  平日の毎日 
 

 

     月１回 

 

 

 

  受 付 

 

       12 ㎡ 

 

      週１回 

 

     月１回 

 

 

 

  湯 沸 室 

 

        2 ㎡ 

 

      週１回 

 

     月１回 

 

 

 

  待 機 室 

 

       16 ㎡ 

 

      週１回 

 

     月１回 

 

 

 

薬王寺門警衛所 
（外部清掃） 

 

 屋上排水溝 

 

7 ㎡   

 

－ 

 

年１回 

 

 

 

 

左内門警衛所 
（専用部分） 
（内部清掃） 

 

 

 

 

 

  便所・洗面所 

 

        3 ㎡ 

 

      月１回 

 

     月１回 

 

 

 

  受 付 

 

        6 ㎡ 

 

      週１回 

 

     月１回 

 

 

 

  湯 沸 室 

 

        2 ㎡ 

 

      週１回 

 

     月１回 

 

 

 

  待 機 室 

 

       10 ㎡ 

 

      週１回 

 

     月１回 

 

 

 

左内門警衛所 
（外部清掃） 

 

 屋上排水溝 

 

 

        6 ㎡ 

 

 

      － 

 

 

     年１回 

 

 

 

 
加賀門警衛所 

（内部清掃） 

廊 下  

4 ㎡    

 

  平日の毎日 

 

 

     年１回 

日常巡回清掃を実施 

剥離洗浄を３０年度

に実施 

便所・洗面所 5 ㎡    
 
  平日の毎日 
 

     年１回 日常巡回清掃も実施 

面会受付 9 ㎡    
 
  平日の毎日 
 

     年１回  

監視室 6 ㎡    週１回       年１回  

 

控室(湯沸室含) 5 ㎡    週１回  月１回 
日常巡回清掃を実施 

仮眠室 7 ㎡    週１回  月１回  
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加賀門警衛所

（外部清掃） 

通路 

(ｾｷｭﾘﾃｨｰｹﾞｰﾄ) 

21 ㎡    
 
  平日の毎日 

 

月１回 日常巡回清掃も実施 

 犬走り 4 ㎡    
 
  平日の毎日 

 

 日常巡回清掃も実施 

 エプロン 2 ㎡    
 
  平日の毎日 

 

月１回 日常巡回清掃も実施 

 靴洗い場  

28 ㎡    

 
  平日の毎日 

 

月１回  

 建物周囲排水 24 ㎡    ― 月１回  

 

屋外便所 

 

 

 便所・洗面所 

 

 

       16 ㎡ 

 

 
  平日の毎日 

 

 

     月１回 

 

 

 日常巡回清掃も実
施 

※ 清掃面積の細部については、清掃面積算出表による。 
※ 玄関ホール・廊下・便所・洗面所及び湯沸室の日常清掃は午前中に、日常巡回清掃は午後に実施
する。なお、日常巡回清掃は、正門警衛所（面会受付所）、加賀門警衛所（面会受付所）及び屋外
便所とする。 

※ 定期清掃について、床の洗浄作業は、実務経験３年以上かつビルクリーニング技能士の資格を有
する者が常時指導・監督のうえ実施する。 

     
（２）清掃要領 
   清掃要領は、共通仕様書「第４編 清掃」による。具体的内容は、以下のとおり。 

ア 玄関ホール 
（ア） 玄関ホールの日常清掃の作業内容は、表２．２．１（Ａ） １．床の清掃及び２．床以外

の清掃の項目による。 
（イ） 玄関ホールの定期清掃の作業内容は、表２．２．１（Ｂ） １．床の清掃及び２．床以外

の清掃 （ａ．壁、ｂ．フロアマット、ｃ．扉ガラス及びｄ．什器備品）の項目による。 
イ 廊下 
（ア） 廊下の日常清掃の作業内容は、表２．２．４（Ａ） １．床の清掃及び２．床以外の清掃

の項目による。 
（イ） 廊下の定期清掃の作業内容は、表２．２．４（Ｂ） １．床の清掃及び２．床以外の清掃

（ａ．壁）の項目による。 
ウ 便所・洗面所 
（ア） 便所・洗面所の日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表２．２．５（Ａ） １．床の

清掃、２．床以外の清掃及び３．日常巡回清掃の項目による。 
 また、ライニングの甲板、前板等は、衛生陶器に含む。 

（イ） 便所・洗面所の定期清掃の作業内容は、表２．２．５（Ｂ） １．床の清掃及び２．床以
外の清掃（ａ．壁）の項目による。 

（ウ） 女性用便所・洗面所の清掃は、女性作業員が実施する。 
エ シャワー室 
（ア） シャワー室の日常清掃の作業内容は、表２．２．１０（Ａ） １．床の清掃及び２．床以

外の清掃の項目による。 
（イ） シャワー室の定期清掃の作業内容は、表２．２．１０（Ｂ） 床以外の清掃（ａ．天井及

びｂ．扉）の項目による。 
（ウ） 女性用シャワー室の清掃は、女性作業員が実施する。 
オ 湯沸室 
（ア） 湯沸室の日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表２．２．６（Ａ） １．床の清掃、

２．床以外の清掃及び３．日常巡回清掃の項目による。 
（イ） 湯沸室の定期清掃の作業内容は、表２．２．６（Ｂ） １．床の清掃及び２．床以外の清

掃（ａ．壁）の項目による。 
カ 面会受付・受付 
（ア） 面会受付・受付の日常清掃の作業内容は、表２．２．２（Ａ） １．床の清掃の項目によ

る。また、入門ゲート機器等の泥はね等を拭き取ること。 
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（イ） 面会受付・受付の定期清掃の作業内容は、表２．２．２（Ｂ） １．床の清掃の項目によ
る。 

キ 更衣室 
（ア） 更衣室の日常清掃の作業内容は、表２．２．２（Ａ） １．床の清掃及び２．床以外の清

掃の項目による。 
（イ） 更衣室の定期清掃の作業内容は、表２．２．２（Ｂ） １．床の清掃の項目による。 
ク 監視室 
（ア） 監視室の日常清掃の作業内容は、表２．２．２（Ａ） １．床の清掃及び２．床以外の清

掃の項目による。 
（イ） 監視室の定期清掃の作業内容は、表２．２．２（Ｂ） １．床の清掃の項目による。 
ケ 休憩室・仮眠室・待機室 
（ア） 休憩室・仮眠室・待機室の日常清掃の作業内容は、表２．２．２（Ａ） １．床の清掃及

び２．床以外の清掃の項目による。 
（イ） 休憩室・仮眠室・待機室の定期清掃の作業内容は、表２．２．２（Ｂ） １．床の清掃の

項目による。 
コ 犬走り 

犬走りの清掃の作業内容は、表３．４．１（Ａ） の項目によるものとし、月１回実施する。
また、除草も実施する。 

サ  屋上排水溝 
屋上排水溝の清掃及びルーフドレンのゴミ及び堆積物を除去するものとし、年１回実施する。 

シ その他施設管理担当者が指示する作業を行う。 
 
（３）清掃時間 

日常清掃は平日の０７００から１７００までの時間帯、定期清掃は土曜日、日曜日及び祝祭日の０８
００から１７００までの時間帯に実施することを原則とする。 
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９ 庁舎Ｆ１・Ｆ２棟の清掃に関する事項 
（１）清掃面積及び周期表 

 
 建  物 

 
   区  分 

 
 清掃面積 

 
 日常清掃 

 
 定期清掃 

 
    備   考 

庁舎Ｆ１棟 
(内部清掃) 

玄関ホール 
（石・タイル） 

370 ㎡ 平日の毎日 月１回  

高官室・会議室等 616 ㎡ 
※清掃面積及び周期表
 （高官室等）による 

 
 

廊下 （弾性床） 1,342 ㎡ 平日の毎日 月１回 
日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３１年度に実施 

階段 （弾性床） 324 ㎡ 平日の毎日 月１回 
日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３１年度に実施 

ＥＶホール 
（弾性床） 

141 ㎡ 平日の毎日 月１回  

便所・洗面所 
（弾性床） 

   168 ㎡ 平日の毎日   月１回 
日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３１年度に実施 

湯沸室 7 ㎡ 平日の毎日 月１回 
日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３１年度に実施 

エレベーター 3 台 平日の毎日 月１回  

ラウンジ 33 ㎡ 平日の毎日 月１回  

喫煙スペース 15 ㎡ 平日の毎日 月１回 
日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３１年度に実施 

庁舎Ｆ１棟 
(外部清掃) 

ドライエリア    62 ㎡     －   月１回  

キャノピー 59 ㎡ 平日の毎日 月１回  

７階・屋上排水溝 
建物周囲排水溝 

39 ㎡ 
250 ㎡ 

－ 
－ 

年１回 
月１回 

 

庁舎Ｆ２棟 
(内部清掃) 

玄関ホール 

（石・タイル） 
247 ㎡ 平日の毎日 月１回 日常巡回清掃も実施 

 

高官室・会議室等 

 

1,363 ㎡ 
※清掃面積及び周期表 

（高官室等）による 

 

 

廊下（弾性床） 740 ㎡ 平日の毎日 月１回 
日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３１年度に実施 

階段（弾性床） 302 ㎡ 平日の毎日 月１回 
日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３１年度に実施 

ＥＶホール 

（弾性床） 
84 ㎡ 平日の毎日 月１回 

日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３１年度に実施 

便所・洗面所 

（弾性床） 
  186 ㎡ 平日の毎日   月１回 

日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３１年度に実施 

湯沸室（弾性床） 7 ㎡ 平日の毎日 月１回 
日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３１年度に実施 

エレベーター 

（弾性床） 

 

 

 

 

 

3 台 平日の毎日 月１回 
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シャワー室 47 ㎡ 平日の毎日 月１回  

喫煙スペース 

（弾性床） 
103 ㎡ 平日の毎日 月１回 

日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３１年度に実施 

庁舎Ｆ２棟 

（外部清掃） 

エントランスポーチ

プラットホーム 
      216 ㎡ 平日の毎日 月１回 

 

 

2～5 階屋上排水溝 

建物周囲排水溝 

42 ㎡ 

200 ㎡ 

－ 

－ 

年１回 

月１回 

 

 

※ 清掃面積の細部については、清掃面積算出表（共用部分）・庁舎Ｆ１・２棟面積表（共用部分
：各階）・清掃面積及び周期表（高官室等）によるものとする。 

※ 便所・洗面所・湯沸室及び喫煙スペースの日常清掃は午前中に、日常巡回清掃は午後に実施す
るものとする。 

※ 定期清掃について、床の洗浄作業は、実務経験３年以上かつビルクリーニング技能士の資格を
有する者が実施するものとする 

 

（２）清掃要領 

清掃要領は、共通仕様書「第４編 清掃」による。具体的内容は、以下のとおりとする。 

ア 玄関ホール 

（ア） 玄関ホールの日常清掃の作業内容は、表２．２．１（Ａ） １．床の清掃及び２．床以外の
清掃の項目による。また、日常清掃作業は、ＡＭ８：００までに完了とする。 

（イ） 玄関ホールの定期清掃の作業内容は、表２．２．１（Ｂ） １．床の清掃及び２．床以外の
清掃（ａ．壁、ｂ．フロアマット、ｃ．扉ガラス及びｄ．什器備品）の項目による。 

イ 高官室・会議室等 

（ア） 高官室の日常清掃の作業内容は、表２．２．２（Ａ） １．床の清掃及び２．床以外の清掃
の項目による。また、会議室等の日常清掃の作業内容は、表２．２．３（Ａ）１．床の清掃及
び２．床以外の清掃（ａ．灰皿及びｂ．ごみ箱）の項目による。 

（イ） 会議室等の弾性床の定期清掃の作業内容は、表２．２．２（Ｂ） １．床の清掃の項目によ
る。 

（ウ） 高官室・会議室等の繊維床の定期清掃（年１回）の作業内容は、床の清掃とし、バフイング
パット方式又は同等の方式による。 

〔バフイングパット方式〕 

ａ  真空掃除機を用いて床面の除塵を行う。 

ｂ シミの性質を見分け、適切な染み抜き作業を行う。 

ｃ 前処理剤を散布する。 

ｄ バフイングパットをポリシャーに取付、床面をバフし、汚れをパッドに付着させる。 

ｅ 真空掃除機で汚れの回収をする。 

ｆ ただし、焦げ、ほつれ等の損傷箇所の補修作業は含まない。 

（エ） 清掃周期は、清掃面積及び周期表によるものとし、高官室内便所は、表２．２．５（Ａ）
１．床の清掃及び２．床以外の清掃の項目によるものとし、日常巡回清掃は、実施しないも
のとする。 

ウ 廊下及びエレベータホール（ラウンジ含む。） 

（ア） 廊下及びエレベータホールの日常清掃の作業内容は、表２．２．４（Ａ）１．床の清掃の項
目による。 

（イ） 廊下及びエレベータホールの弾性床の定期清掃の作業内容は、表２．２．４（Ｂ）１．床の
清掃及び２．床以外の清掃（ａ．壁）の項目による。 

（ウ） ＥＶホールの折込天井部の清掃（年１回）の作業は、表２．２．１（Ｂ）２．ａ及びｅの項
目による。 

エ 便所・洗面所 

（ア）便所・洗面所の日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表２．２．５（Ａ）１．床の清掃、２．
 床以外の清掃及び３．日常巡回清掃の項目による。 

なお、ライニングの甲板、前板等は衛生陶器に含むものとする。 

（イ） 便所・洗面所の定期清掃の作業内容は、表２．２．５（Ｂ）１．床の清掃及び２．床以外の
清掃（ａ．壁）の項目による。 
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（ウ）女性用便所・洗面所の清掃は、女性作業員が実施するものとする。 

オ 湯沸室 

（ア） 湯沸室の日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表２．２．６（Ａ）１．床の清掃、２．
床以外の清掃及び３．日常巡回清掃の項目による。 

（イ） 湯沸室の定期清掃の作業内容は、表２．２．６（Ｂ）１．床の清掃及び２．床以外の清掃（ 
ａ．壁）の項目による。 

カ エレベーター 

（ア） エレベータの日常清掃の作業内容は、表２．２．７（Ａ）１．床の清掃及び２．床以外の清
掃の項目による。 

（イ） エレベータの定期清掃の作業内容は、表２．２．７（Ｂ）１．床の清掃及び２．床以外の清
掃（ａ．壁・扉・操作盤）の項目による。 

キ 階段 

（ア） 階段の日常清掃の作業内容は、表２．２．８（Ａ）１．床の清掃及び２．床以外の清掃（ａ．
手すり）の項目による。なお、２．床以外の清掃（ａ．手すり）を実施する際、中央階段部分
については、手摺子・ガラスを含むものとする。（屋外階段含む。） 

（イ） 階段の弾性床の定期清掃の作業内容は、表２．２．８（Ｂ）１．床の清掃及び２．床以外の
清掃（ａ．壁）の項目による。 

（ウ） 階段の繊維床の定期清掃（３か月に１回）の作業内容は床の清掃とし、バフィングパッド方
式又は同等の方式による。 

ク 喫煙スペース 

（ア） 喫煙スペースの日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表２．２．１１（Ａ）１．床の清
掃、２．床以外の清掃及び３．日常巡回清掃の項目による。 

（イ） 喫煙スペースの定期清掃の作業内容は、表２．２．１１（Ｂ）１．床の清掃及び２．床以外
の清掃（ａ．壁、ｂ．照明器具及びｃ．吹出口及び吸込口）の項目による。 

ケ シャワー室 

（ア） シャワー室の日常清掃の作業内容は、表２．２．１０（Ａ）１．床の清掃及び２．床以外の
清掃の項目による。 

（イ） シャワー室の定期清掃の作業内容は、表２．２．１０（Ｂ）床以外の清掃（ａ．天井及びｂ．
扉）の項目による。 

（ウ） 女性用シャワー室の清掃は、女性作業員が実施するものとする。 

 
コ  屋上・建物周囲排水溝 

屋上・建物周囲排水溝の清掃及びルーフドレンのゴミ及び堆積物を除去するものとし、屋上は
年１回実施する。 

サ 玄関周り 
（ア） 玄関周りの日常清掃の作業内容は、表３．４．１（Ａ）の項目による。また、作業は午前０

８００までに完了とする。 
（イ） 玄関周りの定期清掃の作業内容は、表３．４．１（Ｂ）の項目による。 
シ その他施設管理担当者が指示する作業を行う。 
 

（３）清掃時間 

 日常清掃は平日の０７００から１７００までの時間帯、定期清掃は土曜日、日曜日及び祝祭日の０
８００から１７００までの時間帯に実施することを原則とする。ただし、高官室・会議室等について
の日常清掃は、平日の０７００から０９３０までの時間帯に実施することとし、細部については施設
管理担当者の指示を受けるものとする。 
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ﾆ
ﾙ
ｼ
ｰ
ﾄ

3
2
3
.
5
3

3
2
3
.
5
3

Ｅ
Ｖ
ホ
ー
ル

P
ﾀ
ｲ
ﾙ
・
ﾋ
ﾞ
ﾆ
ﾙ
ｼ
ｰ
ﾄ

1
4
1
.
1
1

1
4
1
.
1
1

便
所
･
洗
面
所

P
ﾀ
ｲ
ﾙ
・
ﾋ
ﾞ
ﾆ
ﾙ
ｼ
ｰ
ﾄ

1
6
8
.
0
4

1
6
8
.
0
4

湯
沸
室

P
ﾀ
ｲ
ﾙ
・
ﾋ
ﾞ
ﾆ
ﾙ
ｼ
ｰ
ﾄ

7
.
2
9

7
.
2
9

喫
煙
ス
ペ
ー
ス

P
ﾀ
ｲ
ﾙ
・
ﾋ
ﾞ
ﾆ
ﾙ
ｼ
ｰ
ﾄ

1
5
.
2
0

1
5
.
2
0

0
.
0
0

ラ
ウ
ン
ジ

P
ﾀ
ｲ
ﾙ
・
ﾋ
ﾞ
ﾆ
ﾙ
ｼ
ｰ
ﾄ

3
2
.
9
1

3
2
.
9
1

計
2
,
3
9
9
.
6
0

3
6
9
.
5
7

1
,
4
8
3
.
0
6

0
.
0
0

1
6
8
.
0
4

0
.
0
0

0
.
0
0

7
.
2
9

3
2
3
.
5
3

0
.
0
0

1
5
.
2
0

3
2
.
9
1

台
数

3

（
建
物
外
部
）

清
掃
面
積

（
㎡
） 6
2
.
4
0

3
9
.
2
1

5
9
.
0
7

2
5
0
.
0
0

ド
ラ
イ
エ
リ
ア

場
　
　

　
所

７
F
、
屋
上
排
水
溝

建
物
周
囲
排
水
溝

清
　

掃
　

面
　

積
　

算
　

出
　

表
　

（
共

用
部

分
）

庁
舎

Ｆ
１

棟

廊
下
及
び
ｴ
ﾚ
ﾍ
ﾞ
ｰ
ﾀ
ｰ
ﾎ
ｰ
ﾙ

弾
性
床

又
は
硬
質
床

区
分
及
び
清
掃
面
積
（
㎡
）

弾
性

床
又

は
硬

質
床

便
所
及
洗
面
所

弾
性
床

又
は
硬
質
床

備
考

階
段

繊
維

床
繊
維
床

弾
性
床

又
は
硬
質
床

弾
性

床
又

は
硬

質
床

キ
ャ
ノ
ピ
ー

場
　
　
　
所

仕
上
げ

弾
性
床

又
は
硬
質
床

弾
性

床
弾

性
床

弾
性
床

又
は
硬
質
床

面
積
（
㎡
）

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
 
 
　
 
 
弾
性
床
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室
　
　
　
　
　
名

Ｂ
２
Ｆ

Ｂ
１
Ｆ

１
Ｆ

２
Ｆ

３
Ｆ

４
Ｆ

５
Ｆ

６
Ｆ

７
Ｆ

階
段

計

玄
関
ホ
ー
ル

硬
質
床

石
・
タ
イ
ル

3
6
9
.
5
7

3
6
9
.
5
7

弾
性
床

P
ﾀ
ｲ
ﾙ
・
ﾋ
ﾞ
ﾆ
ﾙ
ｼ
ｰ
ﾄ

1
3
8
.
1
9

4
.
9
0

1
3
2
.
4
8

9
0
.
8
8

2
4
5
.
9
5

2
7
4
.
8
0

2
7
7
.
3
0

1
7
7
.
4
5

1
,
3
4
1
.
9
5

階
段

弾
性
床

P
ﾀ
ｲ
ﾙ
・
ﾋ
ﾞ
ﾆ
ﾙ
ｼ
ｰ
ﾄ

3
2
3
.
5
3

3
2
3
.
5
3

Ｅ
Ｖ
ホ
ー
ル

弾
性
床

P
ﾀ
ｲ
ﾙ
・
ﾋ
ﾞ
ﾆ
ﾙ
ｼ
ｰ
ﾄ

2
2
.
7
9

2
0
.
1
2

1
9
.
6
2

1
9
.
6
2

1
9
.
8
6

1
9
.
8
6

1
9
.
2
4

1
4
1
.
1
1

便
所
･
洗
面
所

弾
性
床

P
ﾀ
ｲ
ﾙ
・
ﾋ
ﾞ
ﾆ
ﾙ
ｼ
ｰ
ﾄ

6
.
9
3

3
2
.
7
3

2
2
.
1
2

2
2
.
1
2

2
2
.
0
0

6
2
.
1
4

1
6
8
.
0
4

湯
沸
室

弾
性
床

P
ﾀ
ｲ
ﾙ
・
ﾋ
ﾞ
ﾆ
ﾙ
ｼ
ｰ
ﾄ

2
.
4
3

2
.
4
3

2
.
4
3

7
.
2
9

喫
煙
ス
ペ
ー
ス

弾
性
床

P
ﾀ
ｲ
ﾙ
・
ﾋ
ﾞ
ﾆ
ﾙ
ｼ
ｰ
ﾄ

6
.
7
2

8
.
4
8

1
5
.
2
0

ラ
ウ
ン
ジ

弾
性
床

P
ﾀ
ｲ
ﾙ
・
ﾋ
ﾞ
ﾆ
ﾙ
ｼ
ｰ
ﾄ

3
2
.
9
1

3
2
.
9
1

0
.
0
0

計
1
6
7
.
9
1

4
.
9
0

5
3
4
.
7
8

1
1
1
.
0
0

2
9
6
.
8
4

3
1
8
.
9
7

3
2
1
.
5
9

3
0
0
.
8
4

1
9
.
2
4

3
2
3
.
5
3

2
,
3
9
9
.
6
0

階
別
清
掃
面
積
表
（
共
用
部
分
：
各
階
）

廊
下

（
前
室
含
む
）

庁
舎
Ｆ
１
棟
（
内
部
）

仕
上
げ
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便
所

定
期
清
掃

定
期
清
掃

日
常
清
掃

１
回
／
日

１
回
／
週

２
回
／
月

１
回
／
月

１
回
／
年

１
回
／
日

１
回
／
週

１
回
／
月

１
回
／
月

１
回
／
日

１
Ｆ
史
料
閲
覧
室
史
料
閲
覧
室

弾
性
床

1
5
9
.
5
3

1
5
9
.
5
3

1
5
9
.
5
3

事
務
室

所
長
室

繊
維
床

5
5
.
5
6

5
5
.
5
6

5
5
.
5
6

応
接
室

応
接
室

繊
維
床

3
6
.
5
3

3
6
.
5
3

3
6
.
5
3

会
議
場

国
際
会
議
場

繊
維
床

2
9
5
.
3
3

2
9
5
.
3
3

2
9
5
.
3
3

前
室

会
見
室

繊
維
床

1
5
.
2
3

1
5
.
2
3

1
5
.
2
3

ホ
ワ
イ
エ

前
室

繊
維
床

5
4
.
0
9

5
4
.
0
9

5
4
.
0
9

6
1
6
.
2
7

0
.
0
0

0
.
0
0

9
2
.
0
9

3
6
4
.
6
5

4
5
6
.
7
4

0
.
0
0

0
.
0
0

1
5
9
.
5
3

1
5
9
.
5
3

0
.
0
0

面
積
（
㎡
）

項
目

清
掃
面
積
及
び
周
期
表
（
高
官
室
等
）
１

庁
舎
Ｆ
１
棟

事
務
室
・
会
議
室
（
繊
維
床
）

日
常
清
掃

事
務
室
・
会
議
室
（
弾
性
床
）

日
常
清
掃

１
～
７
階
　
計

６
Ｆ

階
数

名
称

運
用
名
称

３
Ｆ
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玄
関

ホ
ー
ル

シ
ャ
ワ
ー

室
給

湯
室

喫
煙

ｽ
ﾍ
ﾟ
ｰ
ｽ

ラ
ウ

ン
ジ

玄
関
ホ
ー
ル

石
・
タ
イ
ル

2
4
7
.
0
7

2
4
7
.
0
7

廊
下

P
ﾀ
ｲ
ﾙ
・
ﾋ
ﾞ
ﾆ
ﾙ
ｼ
ｰ
ﾄ

7
3
9
.
5
5

7
3
9
.
5
5

階
段

P
ﾀ
ｲ
ﾙ
・
ﾋ
ﾞ
ﾆ
ﾙ
ｼ
ｰ
ﾄ

3
0
2
.
1
9

3
0
2
.
1
9

Ｅ
Ｖ
ホ
ー
ル

P
ﾀ
ｲ
ﾙ
・
ﾋ
ﾞ
ﾆ
ﾙ
ｼ
ｰ
ﾄ

8
3
.
5
0

8
3
.
5
0

便
所
･
洗
面
所

P
ﾀ
ｲ
ﾙ
・
ﾋ
ﾞ
ﾆ
ﾙ
ｼ
ｰ
ﾄ

1
8
6
.
3
9

1
8
6
.
3
9

シ
ャ
ワ
ー
室

ビ
ニ
ル
シ
ー
ト

4
7
.
4
2

4
7
.
4
2

湯
沸
室

P
ﾀ
ｲ
ﾙ
・
ﾋ
ﾞ
ﾆ
ﾙ
ｼ
ｰ
ﾄ

6
.
6
1

6
.
6
1

喫
煙
ス
ペ
ー
ス

P
ﾀ
ｲ
ﾙ
・
ﾋ
ﾞ
ﾆ
ﾙ
ｼ
ｰ
ﾄ

1
0
3
.
1
5

1
0
3
.
1
5

計
1
,
7
1
5
.
8
8

2
4
7
.
0
7

8
2
3
.
0
5

0
.
0
0

1
8
6
.
3
9

0
.
0
0

4
7
.
4
2

6
.
6
1

3
0
2
.
1
9

0
.
0
0

1
0
3
.
1
5

0
.
0
0

台
数

3

（
建
物
外
部
）

清
掃
面
積

（
㎡
）

2
1
5
.
9
0

4
2
.
4
5

2
0
0
.
0
0

清
　

掃
　

面
　

積
　

算
　

出
　

表
　

（
共

用
部

分
）

庁
舎

Ｆ
２

棟

場
　
　
　
所

仕
上
げ

面
積

（
㎡
）

区
分
及
び
清
掃
面
積
（
㎡
）

備
　

　
　

考
廊
下
及
び
ｴ
ﾚ
ﾍ
ﾞ
ｰ
ﾀ
ｰ
ﾎ
ｰ
ﾙ

便
所
及
洗
面
所

階
段

弾
性

床
繊

維
床

弾
性

床
又

は
硬

質
床

弾
性

床
又

は
硬

質
床

弾
性
床

又
は

硬
質
床

弾
性
床

又
は
硬
質
床

繊
維
床

弾
性
床

又
は
硬
質
床

弾
性
床

又
は
硬
質
床

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
 
 
　
 
 
弾
性
床

場
　
　
　
所

ｴ
ﾝ
ﾄ
ﾗ
ﾝ
ｽ
ﾎ
ﾟ
ｰ
ﾁ
・
ﾌ
ﾟ
ﾗ
ｯ
ﾄ
ﾎ
ｰ
ﾑ

2
・
3
・
4
・
5
F
、

P
H
、
屋
上
排
水
溝

建
物
周
囲
排
水
溝

弾
性

床
弾
性
床

又
は
硬
質

床
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室
　
　
　
　
　
名

Ｂ
１
Ｆ

１
Ｆ

２
Ｆ

３
Ｆ

４
Ｆ

５
Ｆ

Ｐ
Ｈ

屋
上

階
段

計

玄
関
ホ
ー
ル

硬
質
床
石
・
タ
イ
ル

2
4
7
.
0
7

2
4
7
.
0
7

廊
下
（
前
室
含

む
）

弾
性
床
P
ﾀ
ｲ
ﾙ
・
ﾋ
ﾞ
ﾆ
ﾙ
ｼ
ｰ
ﾄ

6
3
.
3
4

4
2
.
5
1
1
7
2
.
2
8

6
.
7
6
2
6
6
.
5
6
1
8
8
.
1
0

7
3
9
.
5
5

階
段

弾
性
床
P
ﾀ
ｲ
ﾙ
・
ﾋ
ﾞ
ﾆ
ﾙ
ｼ
ｰ
ﾄ

3
0
2
.
1
9

3
0
2
.
1
9

Ｅ
Ｖ
ホ
ー
ル

弾
性
床
P
ﾀ
ｲ
ﾙ
・
ﾋ
ﾞ
ﾆ
ﾙ
ｼ
ｰ
ﾄ

1
8
.
3
8

3
7
.
7
6

1
3
.
6
8

1
3
.
6
8

8
3
.
5
0

便
所
･
洗
面
所

弾
性
床
P
ﾀ
ｲ
ﾙ
・
ﾋ
ﾞ
ﾆ
ﾙ
ｼ
ｰ
ﾄ

3
5
.
8
4

3
8
.
3
7

3
0
.
4
6

2
7
.
8
1

5
3
.
9
1

1
8
6
.
3
9

シ
ャ
ワ
ー
室

弾
性
床
P
ﾀ
ｲ
ﾙ
・
ﾋ
ﾞ
ﾆ
ﾙ
ｼ
ｰ
ﾄ

4
7
.
4
2

4
7
.
4
2

湯
沸
室

弾
性
床
P
ﾀ
ｲ
ﾙ
・
ﾋ
ﾞ
ﾆ
ﾙ
ｼ
ｰ
ﾄ

2
.
5
6

1
.
8
0

2
.
2
5

6
.
6
1

喫
煙
ス
ペ
ー
ス

弾
性
床
P
ﾀ
ｲ
ﾙ
・
ﾋ
ﾞ
ﾆ
ﾙ
ｼ
ｰ
ﾄ

9
4
.
2
9

8
.
8
6

1
0
3
.
1
5

0
.
0
0

計
6
3
.
3
4
3
9
3
.
7
8
3
0
4
.
9
4

7
6
.
7
8
3
1
0
.
3
0
2
6
4
.
5
5

0
.
0
0

0
.
0
0
3
0
2
.
1
9
1
,
7
1
5
.
8
8

階
別
清
掃
面
積
表
（
共
用
部
分
：
各
階
）

庁
舎
Ｆ
２
棟
（
内
部
）

仕
上
げ
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便
所

定
期
清
掃

定
期
清
掃

日
常
清
掃

１
回
／
日

１
回
／
週

２
回
／
月

１
回
／
月

１
回
／
年

１
回
／
日

１
回
／
週

１
回
／
月

１
回
／
月

１
回
／
日

２
Ｆ
図
書
庫

図
書
庫

繊
維
床

4
1
0
.
5
2

4
1
0
.
5
2

4
1
0
.
5
2

図
書
庫

研
究
図
書
庫

繊
維
床

7
7
0
.
5
4

7
7
0
.
5
4

7
7
0
.
5
4

図
書
閲
覧

視
聴
覚
室

図
書
閲
覧
室

繊
維
床

1
8
2
.
1
1

1
8
2
.
1
1

1
8
2
.
1
1

1
,
3
6
3
.
1
7

0
.
0
0

0
.
0
0

9
5
2
.
6
5

0
.
0
0

9
5
2
.
6
5

0
.
0
0

0
.
0
0

4
1
0
.
5
2

4
1
0
.
5
2

0
.
0
0

事
務
室
・
会
議
室
（
弾
性
床
）

日
常
清
掃

日
常
清
掃

３
Ｆ

地
下
１
～
５
階
　
計

庁
舎
Ｆ
２
棟

清
掃
面
積
及
び
周
期
表
（
高
官
室
等
）
１

階
数

名
称

運
用
名
称

項
目

面
積
（
㎡
）

事
務
室
・
会
議
室
（
繊
維
床
）
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１０ ６８号館の清掃に関する事項 
（１）清掃数量及び周期表 

建 物 区 分 清掃面積 日常清掃 定期清掃 備 考 

６８号館 
（内部清掃） 

玄関ホール 11.47 ㎡ 平日の毎日 月１回 
日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３１年度に実施 

廊下 178.12 ㎡ 平日の毎日 月１回 
日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３１年度に実施 

階段 109.96 ㎡ 平日の毎日 月１回 
日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３１年度に実施 

ＥＶホール 81.02 ㎡ 平日の毎日 月１回 
日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３１年度に実施 

便所・洗面所 93.94 ㎡ 平日の毎日 月１回 
日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３１年度に実施 

湯沸室 20.71 ㎡ 平日の毎日 月１回 
日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３１年度に実施 

シャワー室 9.19 ㎡ 平日の毎日 月１回 
日常巡回清掃も実施 
剥離洗浄を３１年度に実施 

６８号館 
（外部清掃） 

屋上排水溝 19.83 ㎡ － 
年１回 
月１回 

 

ドライエリア 246.88 ㎡ 月１回 －  

屋外階段 63.59 ㎡ 平日の毎日 月１回  

玄関周り 12.56 ㎡ 平日の毎日 月１回  

※ 清掃面積の細部については、清掃面積表・階別清掃面積表によるものとする。 
※ 便所・洗面所、湯沸室の日常清掃は午前中に、日常巡回清掃は午後に実施するものとする。 
※ 定期清掃について、床の洗浄作業は、実務経験３年以上かつビルクリーニング技能士の資

格を有する者が実施する。 
 
（２）清掃要領特記事項 

清掃要領は、共通仕様書「第４編 清掃」による。具体的内容は、以下のとおり。 
ア 玄関ホール 
（ア） 玄関ホールの日常清掃の業内容は、表２．２．１（Ａ）１．床の清掃、２．床以外の清

掃の項目による。また、日常清掃作業は午前０８００時までに完了とする。 
（イ） 玄関ホールの定期清掃の作業内容は、表２．２．１（Ｂ）１．床の清掃及び２．床以外

の清掃（ａ．壁、ｂ．フロアマット、ｃ．扉ガラス及びｄ．什器備品）の項目による。 
イ 廊下及びエレベータホール 
（ア） 廊下及びエレベータホールの日常清掃の作業内容は、表２．２．４（Ａ）１．床の清掃

及び２．床以外の清掃の項目による。 
（イ） 廊下及びエレベータホールの弾性床の定期清掃の作業内容は、表２．２．４（Ｂ）１．

床の清掃及び２．床以外の清掃（ａ．壁）の項目による。 
ウ 便所・洗面所 
（ア） 便所・洗面所の日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表２．２．５（Ａ）１．床の
   清掃、２．床以外の清掃及び３．日常巡回清掃の項目による。 

なお、ライニングの甲板、前板等は、衛生陶器に含むものとする。 
（イ） 便所・洗面所の定期清掃の作業内容は、表２．２．５（Ｂ）１．床の清掃及び２．床以

外の清掃（ａ．壁）の項目による。 
（ウ） 女性用便所・洗面所の清掃は、女性作業員が実施するものとする。 
エ 湯沸室 
（ア） 湯沸室の日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は、表２．２．６（Ａ）１．床の清掃、

２．床以外の清掃及び３．日常巡回清掃の項目による。 
（イ） 湯沸室の定期清掃の作業内容は、表２．２．６（Ｂ）１．床の清掃及び２．床以外の清

掃（ａ．壁）の項目による。 
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オ 階段 
（ア） 階段の日常清掃の作業内容は、表２．２．８（Ａ）１．床の清掃及び２．床以外の清掃

（ａ．手すり）の項目による。（屋外階段含む。） 
（イ） 階段の弾性床の定期清掃の作業内容は、表２．２．８（Ｂ）１．床の清掃及び２．床以

外の清掃（ａ．壁）の項目による。 
カ シャワー室 
（ア） シャワー室の日常清掃の作業内容は、表２．２．１０（Ａ）１．床の清掃及び２．床以

外の清掃の項目による。 
（イ） シャワー室の定期清掃の作業内容は、表２．２．１０（Ｂ）１．床以外の清掃（ａ．天

井及びｂ．扉）の項目による。 
（ウ） 女性用シャワー室の清掃は、女性作業員が実施する。 
キ ドライエリア 

ドライエリアの清掃の作業内容は、表３．４．１（Ａ）の項目によるものとし、月１回実施
する。 

ク  屋上・建物周囲排水溝 
屋上・建物周囲排水溝の清掃及びルーフドレンのゴミ及び堆積物を除去するものとし、屋上

は年１回実施する。 
ケ 玄関周り 
（ア） 玄関周りの日常清掃の作業内容は、表３．４．１（Ａ）の項目による。また、作業は午

前０８００までに完了とする。 
（イ） 玄関周りの定期清掃の作業内容は、表３．４．１（Ｂ）の項目による。 
コ その他施設管理担当者が指示する作業を行う。 

 
（３）清掃時間 

清掃は平日の午前０７００から午後１７００までの時間帯、定期清掃は土曜日、日曜日及び祝
祭日の午前０８００から午後１７００までの時間帯に実施することを原則とする。 
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６
８
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ｴ
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ｰ
ﾀ
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ﾎ
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ﾙ
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弾
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た
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弾
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弾
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弾
性
床

1
1
.
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1
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.
4
7

廊
下

弾
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.
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.
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3
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.
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.
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.
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.
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.
1
9

2
0
.
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.
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.
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8

屋
外
階
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3
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排
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1
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.
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3
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2
.
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１
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８
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）
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計

Ｂ
１
Ｆ
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Ｆ
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Ｆ
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）
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１１ ガラス、ポリカーボネイト板及びバルコニーの清掃に関する事項 

（１）清掃数量 

ア． ガラス清掃 周期が１か月に１回（年１２回）の１回当たりの数量 

 

    建  物 

 

 

  構造・階数 

 

 

清掃数量 

(㎡) 

 

      備     考 

 

 

 庁 舎 Ａ 棟 

 

 

Ｓ－１９ 

 

 

      ５６５ 

 

 
 4F､8F､10F､11F､12F､13F､14F､17F､18F､P
H2F の一部 

 

 庁 舎 Ｄ 棟 

 

ＳＲＣ－１０ 

 

       ８４ 

 

 3F､6F､7F、9F の一部 

 
庁 舎 Ｆ １ 棟 

 

ＲＣ-７ 

 

４２  

 

3F の一部 

 

   合  計 

  

     ６９１ 

 

 
イ． ガラス清掃 周期が３か月に１回（年４回）の１回当たりの数量 

 

建  物 

 

構造・ 階数 

 

清掃数量 
(㎡) 

 

備     考 

 

庁 舎 Ａ 棟 

 

Ｓ－１９ 

 

  ８，３９０ 

 

回廊トップライト共 

 

庁 舎 Ｂ 棟 

 

Ｓ－１０ 

 

 ３，４０６ 

 

キャノピートップライト共 

 

庁 舎 Ｃ 棟 

 

ＳＲＣ－ ９ 

 

 ２，７３２ 

 

 

庁 舎 Ｃ ３ 棟 

 

ＳＲＣ－２ 

 

   ４７６ 

 

 

庁 舎 Ｄ 棟 

 

ＳＲＣ－１０ 

 

 ３，０７７ 

 

回廊トップライト共 

 

庁 舎 Ｅ １ 棟 

 

ＳＲＣ－１０ 

 

 ２，８１６ 

 

 

庁 舎 Ｅ ２ 棟 

 

ＳＲＣ－５ 

 

    ９５７ 

 

 

庁 舎 Ｆ １ 棟 

 

ＲＣ－７ 

 

 １，４１７ 

 

 

 

庁 舎 Ｆ ２ 棟 

 

ＳＲＣ－５ 

 

 １，３４３ 
 

 

６ ８ 号 倉 庫 

 

ＳＲＣ－３ 

 

   ２２８ 

 

 

 

厚 生 棟 
 

ＳＲＣ－４ 

 

 ２，５７９ 

 

キャノピートップライト共 

 

体 育 館 

 
ＳＲＣ２Ｂ１Ｆ 

 
２１１ 

 

 

記 念 館 

 

ＲＣ－２ 

 

   ２８１ 

 

 

 

正 門 警 衛 所 

 

ＲＣ－１ 

 

    ２８３ 

 
面会受付所、ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、駐車場上屋共、
ガラス衝立含む 

 

 

薬王寺門警衛所 

 

 

ＲＣ－１ 

 

 

    ４２ 

 

 

ガラス衝立含む 
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左 内 門 警 衛 所 

 
ＲＣ－１ 

 

 ３８ 

 

ガラス衝立含む 

 

加 賀 門 警 衛 所 

 

ＲＣ－１ 

 

    ２１ 

 

ガラス衝立含む 

 
エスカレーター
上 屋 

 

Ｓ－１ 

 

    １８８ 

 

 
庁 舎 Ｂ ・ Ｃ 棟 

屋 外 階 段 上 屋 

 
 

Ｓ－１ 

               
 

 ４４ 

 

 

合    計 

  

２８，５２９ 

 

  

   ※ 清掃数量は窓枠等を含むものとし、窓枠及び水切りの清掃も含む。 
 

ウ． ガラス清掃 周期が１年に１回（年１回）の１回当たりの数量 

 

    建  物 

 

 

構造・階数 

 

 

清掃数量 

(㎡) 

 

      備     考 

 

 庁 舎 Ａ 棟 Ｓ－１９       ２３３ 

トップライト室内面 

電動式高所作業車等使用 

（作業床高さ１４ｍ程度） 

搬入可能開口部：有効幅１．６８ｍ 

有効高さ２．６１ｍ 

 
合  計 

 
 

２３３ 
 

 

エ． バルコニー清掃 周期が３か月に１回（年４回）の１回当たりの数量 

 

建  物 
 

 

構造・階数 

 

清掃数量 
(㎡) 

 

備     考 
 

 

庁 舎 Ａ 棟 

 
Ｓ－１９ 

 

  １，４６２ 

 

桁方向バルコニー 

 

庁 舎 Ｂ 棟 

 
Ｓ－１０ 

 

      ３５０ 

 

桁方向バルコニー 

 

庁 舎 Ｃ 棟 

 
ＳＲＣ－ ９ 

 

      ３１０ 

 

桁方向バルコニー 

 

庁 舎 Ｄ 棟 

 
ＳＲＣ－１０ 

 

      ４３３ 

 

桁方向バルコニー 

 

庁 舎 Ｅ １ 棟 

 
ＳＲＣ－１０ 

 

      ３８３ 

 

桁方向バルコニー 

 

庁 舎 Ｅ ２ 棟 

 
ＳＲＣ－５ 

 

      １８１ 

 

桁方向バルコニー 

 

合  計 

 
 

 

  ３，１１９ 

 

 

 

（２）作業内容 

ア  ガラス清掃は、共通仕様書「第４編 清掃」の「第３章第１節 窓ガラス」によるものとし、清掃
内容は「表３．１．１ 窓ガラス」による。 

イ バルコニー清掃は、共通仕様書「第４編 清掃」の「第３章第４節 建物周囲」の「表３．４．２
  犬走り」の清掃内容による。 

 

（３）作業時期 

清掃周期３か月に１回の清掃は、６月、９月、１２月、３月とし、細部は施設管理担当者と調整する。 
清掃周期１年に１回の清掃は、９月とし、細部は施設管理担当者と調整する。 
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（４）作業時間 

ア 清掃周期１か月に１回の清掃は、平日の０８００から０９３０を原則とする。 

イ 清掃周期３か月に１回の清掃は、平日及び土・日曜並びに祝祭日の０８３０から１７００を原則と
する。 

ウ 清掃周期１年に１回の清掃は、土・日曜及び祝祭日の０８３０から１７００を原則とする。 
 

 

（５）資機材等 

清掃に必要な資機材及び衛生消耗品は、受注者の負担とする。 

 

（６）清掃時の安全確保等 

  ア 高所作業時は、作業員の落下防止処置を施す。 

  イ 高所作業時は、地上の人員及び車両等への工具及び洗浄剤の落下を避けるため、所要の立入防止対
   策を講ずる。 

  ウ 庁舎Ａ棟を除き原則屋上からブランコ作業及びバルコニーに進入するものとし、屋上パラペットに
   ロープの損傷を防ぐとともに建物を損傷させないために落下防止措置付の養生材を施す。 
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１． ガラス清掃　　１月１回（年１２回）清掃面積
単面積（㎡） 回数 延べ面積(㎡)

1 庁舎Ａ 565 12 6,780
2 庁舎Ｄ 84 12 1,008
3 庁舎Ｆ１ 42 12 504

合  計 691 12 8,292

２． ガラス清掃　　３月１回（年４回）清掃面積
単面積（㎡） 回数 延べ面積(㎡)

1 庁舎Ａ 8,390 4 33,560
2 庁舎Ｂ 3,406 4 13,624
3 庁舎Ｃ 2,732 4 10,928
4 庁舎Ｃ３ 476 4 1,904
5 庁舎Ｄ 3,077 4 12,308
6 庁舎Ｅ１ 2,816 4 11,264
7 庁舎Ｅ２ 957 4 3,828
8 庁舎Ｆ１ 1,417 4 5,668
9 庁舎Ｆ２ 1,343 4 5,372
10 ６８号倉庫 228 4 912
11 厚生棟 2,579 4 10,316
12 体育館 211 4 844
13 記念館 281 4 1,124
14 正門警衛所 283 4 1,132
15 薬王寺警衛所 42 4 168
16 左内門警衛所 38 4 152
17 加賀門警衛所 21 4 84
18 エスカレーター上屋 188 4 752
19 庁舎Ｂ・Ｃ棟屋外階段上屋 44 4 176

合  計 28,529 4 114,116

３． ガラス清掃　　１年１回清掃面積
単面積（㎡） 回数 延べ面積(㎡)

1 庁舎Ａ 233 1 233
合  計 233 1 233

４． 桁方向バルコニー清掃　　３月１回（年４回）清掃面積
単面積（㎡） 回数 延べ面積(㎡)

1 庁舎Ａ 1,462 4 5,848
2 庁舎Ｂ 350 4 1,400
3 庁舎Ｃ 310 4 1,240
4 庁舎Ｄ 433 4 1,732
5 庁舎Ｅ１ 383 4 1,532
6 庁舎Ｅ２ 181 4 724

合  計 3,119 4 12,476

建　　物　　名

ガラス清掃役務数量計算書（集計）

建　　物　　名

建　　物　　名

建　　物　　名
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  １２ 屋外の清掃に関する事項 
（１）清掃数量及び周期表 

 
建  物 

 
区  分  

 
清掃面積 

 
日常清掃 

 
定期清掃 

 
備   考 

 
 屋   外 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
道路・歩道等 
 
 
 

 
80,751 ㎡ 

 
 
 

 
平日の毎日 
 
 
 

 
－ 

 
 
 

 
構内道路・歩道等の隙間か
らでている雑草の除去も含
む。 

 
道路・歩道等 

 
36,774 ㎡ 

 
年１回 

 
－ 

 
官側が指定する日 

 
水景設備 

 
8.6 ㎡ 

 
平日の毎日 

 
－ 

 
水深 0cm～21cm 

 
エスカレーター 

 
2 台 

 
平日の毎日 

 
－ 

 
 

 
屋外灰皿 
 

 
18 個 

 

 
平日の毎日 
 

 
－ 

 

 
厚生棟前広場 16 個 
慰霊碑地区   2 個 

 
ゴミ箱 
 
 

 
12 個 

 
 

 
平日の毎日 
 
 

 
－ 

 
 

 
厚生棟前広場 
 燃えるｺﾞﾐ、燃えないｺﾞ
ﾐ、 
 ﾋﾞﾝ・缶、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 
 各 3 個 

 
慰霊碑石張舗装洗浄作業 
 
 

 
2,059 ㎡ 

 
 

 
－ 

 
 

 
年４回 

 
 

 
石張舗装    1826 ㎡ 
慰霊碑須弥壇  190 ㎡ 
休憩室          43 ㎡ 

 
扇階段石張舗装洗浄作業 
 

 
2,431 ㎡ 

 

 
－ 

 

 
年１回 

 

 
 
 

 
（２）清掃要領 

清掃要領は、共通仕様書「第４編 清掃」による。具体的内容は、以下のとおり。 
ア 道路等の清掃 

道路等の日常清掃の作業内容は、表３．４．３ 構内通路の清掃の項目によるほか、次による。 
（ア） 構内道路及び歩道について、周辺植栽帯内部を含む目が届く範囲のゴミ、落ち葉等を毎日

収集し、また、道路・歩道等の隙間からでている雑草を常に除去する。 
（イ） 靖国通り沿いの歩道について、ゴミ、落ち葉等を毎日収集する。また、道路・歩道等の隙

間からでている雑草を常に除去する。 
（ウ） 左内通りについて、フェンス植栽帯内外のゴミ、落ち葉等を毎日収集する。また、道路・

歩道等の隙間からでている雑草を常に除去する。 
（エ） エスカレーター周辺について、植栽帯及び排水側溝等のゴミ、落ち葉等を毎日収集する。

また、道路・歩道等の隙間からでている雑草を常に除去する。 
（オ） メモリアル地区、屋外ヘリ展示場のゴミ、落ち葉等を収集及び白玉石の間の雑草を常に除

去する。 
（カ） 周辺工作物（案内標識、掲示板、分電盤、街灯ポール、厚生棟前広場のベンチ等）の表面

の汚れを毎日除去する。また、排水溝グレーチング蓋の溝につまったゴミ、落ち葉等を毎日
収集する(植栽帯内含む）。さらに、側溝等の隙間からでている雑草を常に除去する。 

（キ） 防衛省側が指定した日について、（ア）、（イ）、（オ）、（カ）の事項をＡＭ７：３０
までに完了するものとする。範囲は監督官の指示による。 

イ エスカレーターの清掃 
（ア） 乗降フロアの清掃 

エスカレータ部分の吹き溜まりにゴミ、落ち葉等が無いように常に収集する。 
（イ） 移動手すり 
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ａ 乾いた布で毎日拭き、常に良好な状態を維持する。（汚れが取れないときは、１％程
度に薄めた中性洗剤を布にしみこませて拭いた後、乾いた布で水分を拭き取る。） 

ｂ 月に２回程度、移動用手すり用ワックスを布に含ませて表面を拭いた後、乾いた布で
拭く。 

（ウ） くし・階段・乗降板 
ａ ゴミなどを電気掃除機等で毎日吸い取り、常に良好な状態を維持する。 
ｂ くしや階段の溝につまったゴミなどが無いように常に取り除く。 
ｃ 水を直接かける作業は厳禁とする。 

（エ） ガラス・パネル・デッキボード 
乾いた布で毎日拭き、常に良好な状態を維持する。（汚れが取れないときは、１％程度に

薄めた中性洗剤を布にしみこませて拭いた後、乾いた布で水分を拭き取る。） 
（オ） サインポール 

乾いた布で毎日拭き、常に良好な状態を維持する。（汚れが取れないときは、１％程度に
薄めた中性洗剤を布にしみこませて拭いた後、乾いた布で水分を拭き取る。） 

（カ） 運転の停止・開始 
ａ ガラス等の清掃を実施する際は、必ず運転を停止し安全を確保するものとする。 
ｂ 運転の停止・開始時は、必ず監督職員に通知するものとする。ただし、作業員による操作
は厳禁とする。 

ウ 屋外灰皿、ゴミ箱の清掃 
吸い殻、ゴミ箱のゴミをすべて収集し、本体の清掃を行う。ゴミ及び吸殻については常に気を

配り、ゴミ箱からゴミが溢れている状態、灰皿から煙が上がっている状態がないようにする。特
に、強風時にはゴミ等が散乱しないように常に気を配り、清掃を実施するものとする。 

エ 慰霊碑・扇階段石張舗装洗浄作業 
（ア） 養生 

植木、植え込み、金属部分等を養生フィルムやコンパネを用い、周囲に悪影響が及ばない
よう適切に養生し、カラーコーン等にて施工場所を特定し、周囲を通行する者の安全を確保
しながら実施するものとする。 

（イ） 水洗い要領 
高圧洗浄機を使用し、埃や土砂等を除去するものとする。この際、石板の損傷、目地砂、

目地モルタルを損傷することのないように水圧、清掃要領に配慮しながら実施するものとす
る。また、水洗い後の使用に支障が無いように必要に応じ水切りをおこなうこと。 

（ウ） 修正洗浄 
素材の種類や汚れの程度により部分的に充分な結果が得られない時は、部分洗いを行うも

のとする。又シミ抜き作業が必要な場合は、実施するものとする。 
（エ） 慰霊碑・扇階段石張舗装洗浄作業は、実務経験３年以上の者が実施するものとする。 
オ 記念館水景設備 

水景設備内のゴミ、落ち葉等を毎日収集する。 
カ 防衛省側の指示した清掃の実施 

集中清掃等、防衛省側の指示した清掃を日常清掃の範囲内において実施するものとする。指示
した清掃を実施した場合、その範囲については、当日の日常清掃を実施したものとみなす。 

キ その他防衛省側が指示する作業を行う。 
 
（３）清掃時間 

ア 清掃は平日の０７００から１７００までの時間帯を原則とする。 
イ 靖国通り沿いの歩道の清掃は朝０８００までに完了させる。 
ウ 正門（受付、警衛所周辺含む）及び正門駐車場、正門から南儀仗広場、正門前扇階段及びエス

カレーターの清掃については、朝０８００までに完了させる。 
エ 薬王寺門から薬王寺門受付までの清掃は朝０８００までに完了させる。 
オ 加賀門から加賀門受付までの清掃は朝０８００までに完了させる。 
カ 清掃時間帯である０７００から１７００の間については、常に敷地内の巡回清掃を実施し、省

内の美観向上に努め、その処置を施すものとする。 
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【 ２ 汚水槽等清掃・点検保守業務 特記事項 】 
 
 １ 業務範囲：庁舎等の汚水槽、雑排水槽及び排水ポンプについて、「建築物における環境 

衛生の確保に関する法律」及び「東京都指導基準」に基づき清掃及び点検保守 
業務を行う。 

 
 ２ 本業務に従事する者に必要な資格及び経験年数等 

区分 技能・実務経験等 

業務責任者  点検保守業務について、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を
有し、実務経験５年以上１０年未満程度の者 
（建築保全業務積算基準による保全技術員程度） 

業務担当者  点検保守業務について、技術員の指示に従って作業を行う能力を有し、実
務経験５年未満程度の者 
（建築保全業務積算基準による保全技術員補程度） 

   民間事業者は、産業廃棄物収集運搬業及び処分業（廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
（昭和４５年法律第１３７号）に基づく当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知 
事（又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４５年政令第３００号）で定め 
る市の長）の許可を受けていること。 

   業務責任者は貯水槽清掃・点検保守業務及び衛生器具配管等清掃・点検保守業務の業務 
責任者との兼任を妨げない。 

 
 ３ 点検保守対象設備 

（１）汚水槽等 

建物名 設置場所 水槽名称 構造 槽容量 

（㎥） 

数量 

（槽） 

備 考 

庁舎Ａ棟 倉庫Ａ 汚水槽  ＲＣ ２４ １ Ｂ４Ｆ 

熱源換気機械室  〃   〃  ３２ １  〃 

空調機械室３  〃   〃  １３ １ Ｂ３Ｆ 

空調機械室４  〃   〃  １３ １  〃 

Ｈ階段室 汚水槽   〃  ５ １ Ｂ３Ｆ 

講堂棟東側(外部）  〃   〃  ９ １ １Ｆ 

倉庫Ａ 雑排水槽   〃  ２４ １ Ｂ４Ｆ 

熱源換気機械室  〃   〃  ２４ １  〃 

空調機械室３  〃   〃  １３ １ Ｂ３Ｆ 

空調機械室４  〃   〃  １３ １  〃 

Ｈ階段室  〃   〃  ５ １  〃 

排煙機械室１ ｶﾞｿﾘﾝﾄﾗｯﾌﾟ排水槽   〃  １４ １ Ｂ１Ｆ 

泡消火機械室 ｶﾞｿﾘﾝﾄﾗｯﾌﾟ排水槽   〃  １８ １  〃 

庁舎Ｂ棟 空調機械室 汚水槽   〃  ２０ １ Ｂ４Ｆ 

Ｂ階段室  〃   〃  ２５ １  〃 

空調機械室 雑排水槽   〃  ２０ １  〃 

Ｂ階段室  〃   〃  ２５ １  〃 

空調機械室 排水ブロー槽   〃  ７４ １  〃 

廊下（１）  〃   〃  ９７ １  〃 

廊下（２）  〃   〃  １１３ １  〃 
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建物名 設置場所 水槽名称 構造 槽容量 

（㎥） 

数量 

（槽） 

備 考 

庁舎Ｃ棟 Ａ階段室 汚水槽  ＲＣ １６ １ Ｂ４Ｆ 

廊下４  〃   〃  １４ １   〃 

Ｃ階段室 雑排水槽   〃  ２８ １  〃 

Ｂ階段室  〃   〃  ２５ １  〃 

   〃 排水ブロー槽   〃  ６２ １  〃 

男子シャワー室  〃   〃  １１ １  〃 

ＥＶホール１  〃   〃  １０ １  〃 

Ｃ階段室  〃   〃  ５５ １  〃 

付室２  〃   〃  ２４ １  〃 

廊下４  〃   〃  ２４ １  〃 

男子便所  〃   〃  ３１ １  〃 

庁舎 C3 棟 廊下 汚水槽   〃  １６ １ Ｂ５Ｆ 

廊下 雑排水槽   〃  ７ １  〃 

駐車場 ｶﾞｿﾘﾝﾄﾗｯﾌﾟ排水槽 SUS １ １ １Ｆ 

厚 生 棟 消火ポンプ室 汚水槽  ＲＣ １８ １ Ｂ２Ｆ 

ボイラー室 雑排水槽   〃  ７３ １  〃 

庁舎Ｄ棟 技本倉庫１ 汚水槽   〃  １４ １ Ｂ１Ｆ 

除害施設 雑排水槽   〃  ８０ １  〃 

技本倉庫１  〃   〃  ４６ １  〃 

庁舎 E1 棟 倉庫３ 汚水槽   〃 １４ １ Ｂ１Ｆ 

Ａ階段  雑排水槽   〃  ３５ １  〃 

倉庫３  〃   〃  １９ １  〃 

廊下  〃   〃  ４６ １  〃 

庁舎 F1 棟 便所 汚水槽   〃  ３ １ Ｂ２Ｆ 

 〃 雑排水槽   〃  ２ １  〃 

庁舎 F2 棟 中央監視室  〃   〃  ３５ １ Ｂ１Ｆ 

68 号倉庫 便所 汚水槽   〃 １９ １   〃 

合  計 １，３０９ ４７  

 
（２）汚水排水ポンプ 

建物名 設置場所 ポンプ名称 機器番号 機器容量 

(KW) 

数量 

（台） 

備考 

庁舎Ａ棟 倉庫Ａ 汚水ポンプ APD-1    ２２．０ ２ Ｂ４Ｆ 

熱源換気機械室   〃 APD-2    ２２．０ ２  〃 

空調機械室３   〃 APD-3    １１．０ ２ Ｂ３Ｆ 

空調機械室４   〃 APD-4    １１．０ ２  〃 

Ｈ階段室   〃 APD-5    １１．０ ２  〃 

講堂棟北東側(外部)   〃 APD-PU1   １．５ ２ １Ｆ 

倉庫Ａ 雑排水ポンプ  APD-6    ２２．０ ２ Ｂ４Ｆ 

熱源機械室   〃 APD-7    ２２．０ ２  〃 

空調機械室３   〃 APD-8    ５．５ ２ Ｂ３Ｆ 

空調機械室４   〃 APD-9    ５．５ ２  〃 

Ｈ階段室   〃 APD-10   ５．５ ２  〃 
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建物名 設置場所 ポンプ名称 機器番号 機器容量 

(KW) 

数量 

（台） 

備考 

庁舎Ａ棟 排煙機械室１ 雑排水ポンプ  APD-25   １．５ ２ Ｂ１Ｆ 

泡消火機械室   〃 APD-26   １．５ ２  〃 

庁舎Ｂ棟 空調機械室 汚水ポンプ BPD-1    １８．５ ２ Ｂ４Ｆ 

Ｂ階段室   〃 BPD-2    １８．５ ２  〃 

空調機械室 雑排水ポンプ BPD-3    １８．５ ２  〃 

Ｂ階段室   〃 BPD-4    １８．５ ２  〃 

庁舎Ｃ棟 Ａ階段室 汚水ポンプ CPD-1    ７．５ ２ Ｂ４Ｆ 

廊下４   〃 CPD-2    ７．５ ２  〃 

Ｂ階段室 雑排水ポンプ CPD-3    ７．５ ２  〃 

Ｃ階段室   〃 CPD-4    ７．５ ２  〃 

庁舎 C3 棟 廊下 汚水ポンプ PD-1     ７．５ ２ Ｂ５Ｆ 

廊下   〃 PD-2     ７．５ ２  〃 

ＰＳ 雑排水ポンプ PD-3     １５．０ ２  〃 

厚 生 棟 消火ポンプ室 汚水ポンプ KPD-1    ３．７ ２ Ｂ２Ｆ 

ボイラー室 雑排水ポンプ KPD-2    ３．７ ２ Ｂ２Ｆ 

庁舎Ｄ棟 技本倉庫１ 汚水ポンプ DPD-1    ２．２ ２ Ｂ１Ｆ 

    〃 雑排水ポンプ DPD-2    １．５ ２ Ｂ１Ｆ 

除害施設   〃 DPD-3    ２．２ ２ Ｂ１Ｆ 

庁舎 E1 棟 倉庫３ 汚水ポンプ EPD-1    ３．７ ２ Ｂ１Ｆ 

Ａ階段 雑排水ポンプ EPD-2    ３．７ ２ Ｂ１Ｆ 

倉庫３   〃     EPD-3    ３．７ ２ Ｂ１Ｆ 

廊下   〃  EPD-4    ３．７ ２ Ｂ１Ｆ 

庁舎 F1 棟 便所 汚水ポンプ DP-1 １．５ ２ Ｂ２Ｆ 

 〃 雑排水ポンプ DP-2  １．５ ２  〃 

庁舎 F2 棟 中央監視室 雑排水ポンプ DP-2 １．５ ２ Ｂ１Ｆ 

68 号倉庫 汚水槽 汚水ポンプ DP-3 １．５ ２ Ｂ１Ｆ 

合  計 ７４  

 
 ４ 点検保守内容 

（１）点検周期は、月１回とし、害虫や悪臭の発生を防止するため必要な処置を講ずる。 
（２）汚水槽等の点検内容は、共通仕様書の４．５．５「汚水槽・雑排水槽」による。 
（３）汚水排水ポンプの点検要領は、共通仕様書の表４．５．７（Ｃ）「排水ポンプ」に記

載されている項目をすべて実施する。なお、絶縁測定は毎月実施する。 
（４）梯子等設備の損傷の有無を点検する。 
（５）点検時には、害虫が槽外へ出ないようマンホール周辺に養生を施す。 
（６）清掃周期は、４か月に１回とし、７月、１１月、３月に実施する。なお、１１月は、 

希釈洗浄とする。 
（７）清掃内容は、共通仕様書の４．５．６「汚水槽・雑排水槽の清掃」及び空気調和設備 

等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準（平成１５年厚生労働省告示第１１９号）
による。 

（８）場所により土曜日及び日曜日に清掃を実施する場合がある。なお、庁舎Ａ・Ｃ３・Ｄ 
棟及び厚生棟は、原則土曜日に実施する。 

（９）清掃により生じる年間汚泥量は、次のとおり。 
・雑排水汚泥：約１５ｔ ・屎尿汚泥：約１５ｔ 

（10）発生汚泥は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係法令に基づき、適切に 
処理するとともにマニフェスト等を施設管理担当者に提出する。 
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【 ３ 貯水槽清掃・点検保守業務 特記事項 】 
 
 １ 業務範囲：庁舎等に設置している受水槽及び高置水槽等について、「建築物における 
       衛生的環境の確保に関する法律」及び「東京都指導基準」に基づき清掃及び 
       点検保守業務を行う。 
 
 ２ 本業務に従事する者に必要な資格及び経験年数等 

区分 技能・実務経験等 必要な資格 

業務責任者  作業の内容判断ができる技術力及び
必要な技能を有し、実務経験５年以上１
０年未満程度の者 
（建築保全業務積算基準による保全技術員程度） 

 建築物における衛生的環境の確
保に関する法律施行規則（昭和４６
年厚生省令第２号）に基づく、貯水
槽清掃作業監督者 

業務担当者  技術員の指示に従って作業を行う能
力を有し、実務経験５年未満程度の者 
（建築保全業務積算基準による保全技術員補程度） 

「建築物における衛生的環境の確
保に関する法律施行規則」に基づ
く、貯水槽清掃作業従事者研修修了
者 

   本業務は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく「建築物飲料水 
貯水槽清掃業」の登録を受けたものが実施する。 

業務責任者は汚水槽等清掃・点検保守業務及び衛生器具配管等清掃・点検保守業務の業 
  務責任者との兼任を妨げない。 
 
 ３ 清掃・点検場所 

（１）貯水槽 

№ 建物名等  設置場所 区分 水槽名称 材 質  数量 槽容量 

(㎥) 

備考 

1 厚生棟東側 地上(屋外) 上水 受水槽 ＦＲＰ２槽式 １ ４２０  

2 〃 〃 〃 〃 〃 １ ４２０  

3 庁舎Ａ棟  Ｂ４Ｆ 〃 〃 ＦＲＰ１槽式 １ ２６  

4 〃 Ｂ２Ｆ 〃 〃 ＦＲＰ２槽式 １ １４０  

5 〃 ８Ｆ 〃 高置水槽 〃 １ １８  

6 〃 ＰＨ１Ｆ 〃 〃 〃 １ ４０  

7 庁舎Ｂ棟 屋 上 上水 高置水槽 ＦＲＰ２槽式 １ ５０  

8 庁舎Ｃ棟 Ｂ４Ｆ 〃 受水槽 〃 １ ９９  

9 〃 〃 〃 〃 ＦＲＰ１槽式 １ ６  

10 庁舎Ｃ３棟 Ｂ５Ｆ 〃 〃 ＦＲＰ２槽式 １ １１  

11 庁舎Ｄ棟 Ｂ１Ｆ 〃 〃 〃 １ ８１  

12 〃 〃 〃 〃 〃 １ ８１  

13 〃 屋上 〃 高置水槽 〃 １ ６０  

14 庁舎Ｆ１棟 Ｂ２Ｆ 〃 受水槽 〃 １ １０  

15 庁舎Ｆ２棟 Ｂ１Ｆ 〃 〃 〃 １ ５  

16 ６８号倉庫 〃 〃 〃 ＦＲＰ１槽式 １ ５  

17 厚生棟 屋上 〃 高置水槽 ＦＲＰ２槽式 １ ２４  

18 隊舎Ａ棟 〃 〃 〃 〃 １ ２０  

19 隊舎Ｂ棟 〃 〃 〃 〃 １ ３１  

20 庁舎Ａ棟 ９Ｆ 中水 高置水槽 〃 １ １５  

21 〃 ＰＨ１Ｆ 〃 〃 〃 １ １５  

22 庁舎Ｂ棟 屋上 〃 〃 〃 １ ２０  

23 庁舎Ｃ３棟 Ｂ５Ｆ 〃 受水槽 〃 １ ２６  
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№ 建物名等 設置場所 区分 水槽名称 材 質  数量 槽容量 

(㎥) 

備考 

24 庁舎Ｄ棟 屋上 〃 高置水槽 〃 １ １８  

25 厚生棟 〃 〃 〃 〃 １ １０  

26 隊舎Ｂ棟 〃 〃 〃 〃 １ １５  

27 体育館 地上（屋外） 上水 受水槽 ｽﾃﾝﾚｽ製２槽式 １ ８  

 計     ２７ １，６７４  

 
（２）点検は、共通仕様書４．５．１（Ａ）及び空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係 

る技術上の基準（平成１５年 厚生労働省告示第１１９号）の飲料水に関する設備の維 
持管理により実施する。 

（３）清掃に伴い、水中ポンプを必要な台数準備し、施設管理担当者の指示により水槽内の 
水の移送をする。 

（４）清掃は、共通仕様書４．５．２及び空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術 
上の基準（平成１５年 厚生労働省告示第１１９号）の飲料水に関する設備の維持管理
によるほか、水槽外面も清掃を実施する。 

（５）定水位弁、電極棒等の点検保守内容は、下記のとおり。 
・動作状況の確認 

   ・満水警報発報、減水警報発報、警報解除、正常運転の確認 
   ・各接続部のナットの緩み 
   ・端子の緩み 

（６）水槽の水張り終了後、水槽内における水について、施設管理担当者が指示する末端水 
栓で次の表による項目の検査をする。 

なお、基準を満たしていない場合は、原因を調査し、必要な措置を講ずる。 
 

検査項目 基  準 

 残留塩素の含有率  浮遊残留塩素０．２mg/L 以上 

 色度  ５度以下であること 

 濁度  ２度以下であること 

 臭気  異常でないこと 

 味  異常でないこと 

 
（７）業務の実施に先立ち、作業員全員の検便（健康診断）結果を施設管理担当者に提出し、 

承認を得る。 
（８）写真は、水槽外観、清掃用具等、清掃前中後、不具合箇所、１回目消毒作業、１回目 

消毒開始時間、１回目消毒終了時間、２回目消毒作業、２回目消毒開始時間、２回目消 
毒終了時間を撮影する。 

（９）業務報告書には、下記の項目を記載する。 
・作業年月日、作業時間   ・作業者全員の氏名   ・作業工程 
・槽内の点検結果（受水槽・高置水槽等）   ・簡易水質検査結果 
・作業者の検便（健康診断）結果 

(10) 厚生棟東側受水槽は、土曜日に清掃等を実施し、細部日程は施設管理担当者と協議す 
る。 

 
４ 緊急遮断弁 
（１）点検場所等は次による。 

№ 設置場所 区分 機器名 数量 備考 
 

1 
 

 
厚生棟東側 

屋外 受水槽 

 
上水用 

  
東洋ｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ㈱製 
 NS7SKN-YOA 250A 

 
２ 

 

 
2 
 

 
庁舎Ｃ３棟 

地下５階 受水槽 

 
〃 

 
 日立ﾊﾞﾙﾌﾞ㈱製 
 NS7SKN-YT 150A 

 
２ 
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3 
 

 
庁舎Ｃ３棟 

地下５階 受水槽 

 
中水用 

  
日立ﾊﾞﾙﾌﾞ㈱製 
 NS7SKN-YT 125A 

 
２ 

 

 
№ 設置場所 区分 機器名 数量 備考 

 
4 
 

 
庁舎Ｆ１棟 

地下２階 受水槽 

 
上水用 

 
 巴ﾊﾞﾙﾌﾞ㈱製 
 NEL-1 100A 

 
２ 

 

 
5 
 

 
庁舎Ｆ２棟 

地下１階 受水槽 

 
上水用 

 
 日立ﾊﾞﾙﾌﾞ ㈱製 
 NS7SKN YOA-100 100A 

 
２ 

 

 
6 
 

 
６８号倉庫 

地下１階 受水槽 

 
〃 

  
㈱ﾍﾞﾝ製 
 EIM7C-MA 80A 

 
１ 

 

 
（２）点検保守内容は下記のとおりとする。 

・外観状況 
・各種作動状況（弁、盤面ランプ、外部警報、ポンプ停止回路、復帰用レバー等） 
・弁の止水性 
・配管等の状況 
・バッテリーの状況 
・警報伝送点検 
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【 ４ 衛生器具配管等清掃・点検保守業務 特記事項 】 
 
 １ 業務範囲： 庁舎等に設置している衛生器具（小便器・洗面器等）のトラップ及び排水

配管の清掃及び点検を行う。 
 
 ２ 本業務に従事する者に必要な資格及び経験年数等 

区分 技能・実務経験等 必要な資格 
業務責任者  作業の内容判断ができる技術力及び必

要な技能を有し、実務経験５年以上１０
年未満程度の者 
 (建築保全業務積算基準による保全技師員程度) 

 建築物における衛生的環境の確
保に関する法律施行規則（昭和４
６年厚生省令第２号）に基づく排
水管清掃作業監督者 

業務担当者  業務責任者の指示に従って作業を行う
能力を有し、実務経験５年未満程度の者 
 (建築保全業務積算基準による保全技師員補程度) 

 建築物における衛生的環境の確
保に関する法律施行規則（昭和４
６年厚生省令第２号）に基づく排
水管清掃作業研修修了者 

   業務責任者は汚水槽等清掃・点検保守業務及び貯水槽清掃・点検保守業務の業務責任者 
  との兼任を妨げない。 
 
 ３ 清掃・点検内容 

（１）「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」に基づく、建築物排水管 
清掃業の登録をしたものが実施する。 

（２）対象施設一覧表に基づき、排水管等の清掃及び点検保守を実施する。（年１回） 
（３）排水管の清掃の前後における排水管内部の汚物類による閉そくの状況を内視鏡により 

点検し、清掃の効果を確認する。 
（４）清掃方法は、原則、高圧洗浄法とし、５～３０ＭＰＡの高圧の水を噴射して洗浄する 

が、状況によっては、スネークワイヤを併用して洗浄するものとする。また、高圧洗浄 
法及びスネークワイヤが使用できない箇所については、空圧式清掃法または洗浄剤法に 
よる。 

（５）役務場所に、カラーコーン等による作業中の表示を行う。 
（６）排水管等の清掃要領は次による。 

項 目 作 業 要 領 
小便器 １ 排水目皿を外し、トラップ内に尿石除去剤投入・洗浄する。 

２ 排水口を外し、横管から下階までの縦管を洗浄する。 
３ 排水の流れを作業後に確認する。 
４ 小便器専用縦管の掃除口付近尿石を除去する。 

洗面器 
(個室含む) 

１ 排水口を外し、横管から下階までの縦管を洗浄する。 
２ Ｓトラップは、高圧洗浄法とする。 
３ 横引き排水栓を外して異物を除去する。 
４ 排水の流れを作業後に確認する。 

掃除流し １ ストレーナーを外し洗浄する。 
２ トラップ内の異物を除去する。 
３ 排水口から下階までの縦管を洗浄する。 
４ 排水の流れを作業後に確認する。 

台所流し １ 流しのゴミ受けやトラップを外し、排水口から下階までの縦管を 
 洗浄する。 
２ 排水の流れを作業後に確認する。 

シャワー 
排水口 

１ 排水口のトラップを外し、排水口から下階までの縦管を洗浄する。
２ 排水の流れを作業後に確認する。 

洗濯機パン １ トラップを外し洗浄する。 
２ トラップ内の異物は除去する。 
３ 排水口から下階までの縦管を洗浄する。 
４ 排水の流れを作業後に確認する。 

配管縦管等 １ 各建物地上階部分の端末は、第１排水桝まで洗浄する。 
  （第１排水桝からの洗浄は、清掃前後実施する。） 
２ 各建物地下階部分の末端は、各排水槽まで洗浄する。 

 

1-77 118/174



 ４ 写真撮影は、小便器及び洗面器の横管及び縦管内部を洗浄前・後を撮影する。また、そ 
の他器具については、施設管理担当者の指示による。 

 
 ５ 作業日時は、平日０９００～１８００を原則とし、細部日程は施設管理担当者と協議す 

るものとするが、場所により早朝、夜間、土曜日、日曜日又は祝日に清掃及び点検を実施 
する場合がある。また、庁舎Ａ棟、Ｄ棟、厚生棟、記念館等は土・日曜日に清掃及び点検
を実施すること。 

 
 ６ 不具合等の処置 
   民間事業者は、清掃及び点検日以外、休日、祝祭日又は夜間に不具合が発生した場合は、 
  直ちに対応し、原因の調査及び必要な処置を講じる。（清掃及び点検に伴い生じた不具合 
  に限る。）また、役務実施期間中は、不具合対応用としてバケツ、業務用掃除機（吸排水 
  両用）及びウエスを施設管理担当者の指定した場所に備え付けておく。 
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　役務対象器具等一覧表

別表

件名：衛生器具配管等清掃・点検保守業務

Ｂ４Ｆ 1 1 8 4 5 1 0 1 10 6 各階高

Ｂ３Ｆ 7 4 1 31 32 23 6 0 7 2 0 4.05ｍ～

Ｂ２Ｆ 4 2 5 19 9 17 4 0 6 3 2 9.50ｍ

Ｂ１Ｆ 3 3 12 7 8 4 0 3 3 0

１Ｆ 2 2 1 8 6 2 12 5 0 2 0 0

２Ｆ 2 2 7 6 2 10 4 0 2 2 0

講堂 1 1 1 1 5 4 8 3 0 1 0 0

３Ｆ 2 2 7 6 2 10 4 0 2 2 0

４Ｆ 2 2 1 8 6 2 11 4 0 3 2 0

５Ｆ 2 2 7 6 2 10 4 0 2 2 0

６Ｆ 2 2 7 6 2 10 4 0 2 2 0

７Ｆ 2 2 7 6 2 10 4 0 2 2 0

８Ｆ 2 2 3 10 6 2 11 4 0 3 2 0

９Ｆ 2 2 7 6 2 10 4 0 2 2 0

１０Ｆ 2 2 7 6 2 10 4 0 2 2 0

１１Ｆ 2 2 5 16 11 2 15 4 0 7 2 0

１２Ｆ 2 2 7 6 2 10 4 0 2 2 0

１３Ｆ 2 2 7 6 2 10 4 0 2 2 0

１４Ｆ 2 2 3 9 7 2 11 4 0 3 2 0

１５Ｆ 2 2 7 6 2 10 4 0 2 2 3

１６Ｆ 2 2 7 6 2 10 4 0 2 2 3

１７Ｆ 2 2 3 11 6 2 11 4 0 3 2 3

１８Ｆ 2 2 1 6 6 2 12 4 0 2 2 3

１９Ｆ 1 1 1 6 3 2 6 2 0 2 0 0

53 48 3 23 226 173 38 260 93 0 65 52 20

Ｂ４Ｆ 2 1 8 4 2 5 2 0 2 2 0 各階高

Ｂ３Ｆ 2 1 8 4 2 5 2 0 2 2 0 4.00ｍ～

Ｂ２Ｆ 2 1 8 4 2 5 2 0 2 2 0 6.00ｍ

Ｂ１Ｆ 2 1 9 4 2 5 2 0 2 2 0

１Ｆ 1 1 4 2 1 3 1 0 1 0 0

２Ｆ 1 1 4 2 1 3 1 0 1 0 0

３Ｆ 1 1 4 2 1 3 1 0 1 0 0

４Ｆ 1 1 4 2 1 3 1 0 1 0 0

５Ｆ 1 1 4 2 1 3 1 0 1 0 0

６Ｆ 1 1 4 2 1 3 1 0 1 0 0

７Ｆ 1 1 4 2 1 3 1 0 1 0 0

８Ｆ 1 1 4 2 1 3 1 0 1 0 0

9.10Ｆ 1 1 1 1 1 0 0 0 0

小計 17 12 0 0 66 33 16 45 17 0 16 8 0

１Ｆ 1 1 4 2 1 3 1 0 1 0 0 各階高

２Ｆ 1 1 4 2 1 3 1 0 1 0 0 4.00ｍ～

３Ｆ 1 1 4 2 1 3 1 0 1 0 0 6.00ｍ

４Ｆ 1 1 4 2 1 3 1 0 1 0 0

５Ｆ 1 1 4 2 1 3 1 0 1 0 0

６Ｆ 1 1 5 2 1 3 1 0 1 0 0

７Ｆ 1 1 4 2 1 3 1 0 1 0 0

８Ｆ 1 1 4 2 1 3 1 0 1 0 0

９・RＦ 1 1 4 2 1 3 1 0 1 0 0

小計 9 9 0 0 37 18 9 27 9 0 9 0 0

26 21 0 0 103 51 25 72 26 0 25 8 0

衛生器具等一覧表

掃
除
流
し
（
Ｓ
Ｋ
）

個
室
洗
面
・
流
し

建 物 名 階　数

男
子
便
所

女
子
便
所

身
障
者
便
所

個
室
便
所

洗
面
器
等

庁舎Ｂ１棟

台
所
流
し

シ
ャ
ワ
ー
排
水
口

洗
濯
パ
ン

備　考

庁舎Ａ棟

小計

管
系
統
数

小
便
器

小
便
器
縦
管
掃
除
口

庁舎Ｂ２棟

Ｂ棟合計
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掃
除
流
し
（
Ｓ
Ｋ
）

個
室
洗
面
・
流
し

建 物 名 階　数

男
子
便
所

女
子
便
所

身
障
者
便
所

個
室
便
所

洗
面
器
等

台
所
流
し

シ
ャ
ワ
ー
排
水
口

洗
濯
パ
ン

備　考

管
系
統
数

小
便
器

小
便
器
縦
管
掃
除
口

Ｂ４Ｆ 1 9 2 10 2 5 1 7 0 各階高

Ｂ３Ｆ 2 2 3 2 3 1 0 1 0 0 4.00ｍ～

Ｂ２Ｆ 2 2 8 4 6 2 6 2 0 0 5.50ｍ

Ｂ１Ｆ 2 2 8 4 6 2 0 2 0 0

１Ｆ 1 1 4 2 3 1 0 1 0 0

２Ｆ 1 1 4 2 3 1 0 1 0 0

３Ｆ 1 1 4 2 3 1 0 1 0 0

４Ｆ 1 1 4 2 3 1 0 1 0 0

５Ｆ 1 1 4 2 3 1 0 1 0 0

６Ｆ 1 1 4 2 3 1 0 1 0 0

７Ｆ 1 1 4 2 3 1 0 1 0 0

８Ｆ 1 1 4 2 3 1 0 1 0 0

小計 15 14 0 0 60 28 49 15 11 14 7 0

１Ｆ 1 1 4 2 3 1 4 1 0 0 各階高

２Ｆ 1 1 4 2 3 1 3 1 0 0 4.00ｍ～

３Ｆ 1 1 4 2 3 1 3 1 0 0 5.50ｍ

４Ｆ 1 1 4 2 3 1 3 1 0 0

５Ｆ 1 1 3 2 3 1 5 1 0 0

６Ｆ 1 1 4 2 3 1 4 1 0 0

７Ｆ 1 1 4 2 3 1 2 1 0 0

８Ｆ 1 1 4 2 3 0 1 1 0 0

小計 8 8 0 0 31 16 24 7 25 8 0 0

23 22 0 0 91 44 73 22 36 22 7 0

Ｂ５Ｆ 1 1 7 2 4 1 0 2 0 2 各階高

Ｂ４Ｆ 1 1 7 4 5 1 0 2 0 2 5.50ｍ～

Ｂ３Ｆ 1 1 11 4 7 1 0 2 6 2 7.00ｍ

Ｂ２Ｆ 1 1 17 4 13 1 0 2 6 2

１Ｆ 1 1 1 14 3 9 1 0 2 3 2

２Ｆ 1 1 8 3 6 1 0 2 0 2

6 6 1 0 64 20 44 6 0 12 15 12

Ｂ１Ｆ 1 1 9 1 7 2 0 0 6 0 各階高

１Ｆ 1 1 1 5 4 1 7 2 0 1 0 0 4.00ｍ～

２Ｆ 1 1 5 4 1 6 2 0 2 0 1 5.50ｍ

３Ｆ 1 1 1 5 4 1 7 2 0 1 0 0

４Ｆ 1 1 4 4 1 6 2 0 1 0 0

５Ｆ 1 1 4 4 1 6 2 0 1 0 0

６Ｆ 1 1 1 6 4 1 7 2 0 3 0 0

７Ｆ 1 1 4 4 1 6 2 0 1 0 0

８Ｆ 1 1 4 4 1 6 2 0 1 0 0

９Ｆ 1 1 1 5 4 1 7 2 0 1 0 0

１０Ｆ 1 1 4 4 1 6 2 0 1 0 0

11 11 1 3 55 41 10 71 22 0 13 6 1

Ｂ１Ｆ 1 1 26 4 7 2 0 1 3 0 各階高

１Ｆ 1 1 1 11 4 1 5 2 0 1 0 0 4.00ｍ～

２Ｆ 1 1 7 4 1 4 2 0 1 0 0 5.50ｍ

３Ｆ 1 1 9 4 1 4 2 0 1 0 0

４Ｆ 1 1 13 4 1 4 2 0 1 0 0

５Ｆ 1 1 5 4 1 4 2 0 1 0 0

６Ｆ 1 1 5 4 1 4 2 0 1 2 0

７Ｆ 1 1 4 4 1 4 2 0 1 0 0

８Ｆ 1 1 4 4 1 4 2 0 1 0 0

９Ｆ 1 1 9 4 1 4 2 0 1 0 0

１０Ｆ 1 1 10 4 1 4 2 0 1 0 0

11 11 1 0 103 44 10 48 22 0 11 5 0

Ｂ１Ｆ 2 0 2 0 0 0 3 0 各階高

１Ｆ 1 1 11 3 4 1 0 1 0 0 4.00ｍ～

２Ｆ 1 1 4 3 4 1 0 1 0 0 5.50ｍ

３Ｆ 1 1 4 3 4 1 0 1 0 0

４Ｆ 1 1 4 3 4 1 0 1 0 0

５Ｆ 1 1 4 3 4 1 0 1 0 0

5 5 0 0 29 15 22 5 0 5 3 0

庁舎Ｃ１棟

庁舎Ｃ２棟

Ｃ棟合計

庁舎Ｄ棟

小計

庁舎Ｅ１棟

小計

庁舎Ｅ２棟

庁舎Ｃ３棟

小計

小計
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掃
除
流
し
（
Ｓ
Ｋ
）

個
室
洗
面
・
流
し

建 物 名 階　数

男
子
便
所

女
子
便
所

身
障
者
便
所

個
室
便
所

洗
面
器
等

台
所
流
し

シ
ャ
ワ
ー
排
水
口

洗
濯
パ
ン

備　考

管
系
統
数

小
便
器

小
便
器
縦
管
掃
除
口

１Ｆ 2 11 7 14 4 0 1 5 7 各階高

２Ｆ 2 11 7 14 4 0 1 5 7 3.40ｍ

３Ｆ 2 11 7 14 4 0 1 5 7

４Ｆ 2 11 7 14 4 0 1 5 7

５Ｆ 2 0 11 7 14 4 0 1 5 7

10 0 0 0 55 35 70 20 0 5 25 35

１Ｆ 2 11 7 14 4 0 1 5 7 各階高

２Ｆ 2 11 7 14 4 0 1 5 7 3.40ｍ

３Ｆ 2 11 7 14 4 0 1 5 7

４Ｆ 2 11 7 14 4 0 2 5 7

５Ｆ 2 1 10 4 16 7 0 2 8 12

６Ｆ 2 12 0 18 4 0 1 5 10

10 3 0 0 66 32 90 27 0 8 33 50

１Ｆ 1 1 33 2 27 1 0 3 6 2 各階高

２Ｆ 1 1 3 2 4 1 0 0 0 0 5.00ｍ

2 2 0 0 36 4 31 2 0 3 6 2

Ｂ１Ｆ 1 1 5 3 6 2 0 2 1 0 各階高

１Ｆ 1 1 1 4 8 8 2 0 0 0 0 4.40ｍ～

２Ｆ 2 2 12 7 20 3 0 2 9 0 5.50ｍ

３Ｆ 2 2 1 7 6 8 1 30 1 0 0

6 6 1 1 28 24 42 8 30 5 10 0

記念館 １Ｆ 1 1 1 5 2 6 1 0 1 0 0

1 1 1 0 5 2 6 1 0 1 0 0

１Ｆ 3 2 7 3 5 2 0 1 1 0

２Ｆ 2 2 2 3 5 2 0 1 0 0

３Ｆ 2 2 2 3 22 1 0 2 0 7

7 6 0 0 11 9 32 5 0 4 1 7

正門 2 1 1 7 2 4 2 0 2 0 0

左内門 1 3 1 1 0 0 1 0 0

薬王寺門 1 1 4 1 2 0 0 1 0 0

加賀門 1 1 3 0 2 0 1 0 0

5 3 1 0 17 4 7 4 0 5 0 0

屋外便所 １Ｆ 1 1 1 3 1 4 1 0 0 0 0

1 1 1 0 3 1 4 1 0 0 0 0

Ｂ１Ｆ 1 1 7 2 3 2 1 2 2 各階高

１Ｆ 4.93ｍ～

5.20ｍ

1 1 0 0 7 2 3 2 0 1 2 2

Ｂ１Ｆ 1 1 1 3 3 1 1 各階高

１Ｆ 1 1 4 4 8 1 1 3.80ｍ～

２Ｆ 1 1 1 4 5 1 1 3 1 6.50ｍ

３Ｆ 1 1 1 3 4 1 1

4 4 0 0 7 14 20 4 0 4 3 1

Ｂ２Ｆ 1 2 1 1 0 0 0 0 各階高

１Ｆ 1 1 1 3 2 5 1 1 0 0 0 3.00ｍ～

３Ｆ 1 1 4 2 4 1 4 1 0 0 4.50ｍ

４Ｆ 1 1 2 2 4 1 0 1 0 0

５Ｆ 1 1 2 2 4 1 0 1 0 0

６Ｆ 1 1 1 2 6 7 1 0 1 0 0

6 5 2 0 15 14 25 6 5 4 0 0

１Ｆ 1 1 1 8 3 6 0 3 2 4 2 各階高

２Ｆ 1 1 2 3 5 1 1 0 0 0 3.75ｍ～

３Ｆ 1 1 3 3 5 1 0 1 0 0 7.55ｍ

４Ｆ 1 1 3 3 5 1 0 1 0 0

５Ｆ 1 1 1 3 8 9 1 0 1 0 0

5 5 2 0 19 20 30 4 4 5 4 2

１Ｆ 1 1 1 1 5 13 1 各階高

２Ｆ 1 1 4.00ⅿ～

1 1 1 0 2 5 13 1 0 1 0 0 5.00ⅿ

194 162 15 27 942 554 83 963 281 75 199 180 132

庁舎Ｆ２棟

小計

６７号倉庫

小計

６８号倉庫

小計

庁舎Ｆ１棟

小計

隊舎Ａ

小計

隊舎Ｂ

小計

食厨・
浴場棟

小計

厚生棟

小計

小計

１５号館

小計

体育館

小計

警衛所

小計

小計

合計

1-81 122/174



123/174



124/174



125/174



126/174



127/174



128/174



129/174



130/174



131/174



132/174



133/174



134/174



135/174



136/174



137/174



138/174



139/174



140/174



141/174



142/174



143/174



144/174



145/174



146/174



147/174



148/174



149/174



150/174



151/174



152/174



153/174



154/174



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

       
 

 

 
 

 

 

 

 

    
    
    

   

155/174



156/174



157/174
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215

158/174



159/174



160/174



161/174



162/174



163/174



164/174



165/174



166/174



167/174



168/174



169/174



170/174



171/174



172/174



173/174



174/174


